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ごあいさごあいさつつ
　先生方には、日ごろより当組合をお引き立て賜り、誠にありがとうござ

います。

　ここに、富山県医師信用組合の「ディスクロージャー誌（令和３年３月

期第５６期）」をお届けいたします。

　本誌では、当組合の令和２年度の業績や経営内容などについて紹介して

おりますので、ぜひご一読いただき、当組合に対するご理解の一助として

いただければ幸いです。

　令和２年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、世界中の経済活

動が停滞した年となりました。

　生活面では、新型コロナウイルスとの共生を想定する「新しい生活様式」が公表され、ソーシャルディスタ

ンスの確保が常識となりました。また、外出自粛要請により旅行や多くのイベントが中止になり、「巣ごもり需

要」が増加しました。

　働き方の面では、テレワークが一気に普及し、時差出勤や在宅勤務が日常となり、ウェブ会議が定着しました。

　そうした中、当組合では、新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、富山県の制度融資に加え、特別

融資を発売して、先生方の資金需要に応えました。また、新型コロナウイルス対策資金として、富山県医師会

に５００万円を寄付いたしました。

　当組合を取り巻く環境が大きく変化する中、既成概念にとらわれない考え方、やり方によって、新しい可能

性に挑戦し、持続的な成長を目指したいと考えております。

　今後も金融環境は厳しいものが予測されますが、これまでの経営理念を受け継ぎ、組合員のみなさまのご期

待にお応えできるよう、役職員一同経営の健全性、安定性の維持に努めたいと思います。

　最後になりますが、当組合の経営理念であります「地域医療の発展に寄与する」の精神で、地域医療を支え

る金融機関としての使命を果たしてまいりますので、先生方におかれましては、今後とも変わらぬご支援とご

愛顧を賜りますようお願い申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年７月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山県医師信用組合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　
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■基本的な考え方（経営理念）
　当組合は昭和４０年６月の創業以来、医業域信用組合として、組合員である開業医・勤務医の先
生方に対し、相互扶助の精神を基本に、医業経営のアシスタントとなり、ひいては地域医療の発
展に寄与することを経営理念としております。

■経営方針
⑴　健全経営を念頭に、正確な事務処理、迅速な対応、親身な応対で良質な金融サービスの提供
に努めることとします。
⑵　法令等遵守を経営上の最重要課題のひとつと位置づけ、誠実かつ公正に業務を遂行します。

■運用方針
⑴　組合員のニーズを発掘して、貸出金の増強に積極的に取り組みます。
⑵　有価証券の運用は、安全性を重視した安定的な運用収益の確保に努めます。
⑶　信用リスクや金利リスク等全てのリスクを認識し、統合的なリスク管理を実施します。

経　　営　　方　　針

■昭和３９年４月１６日　富山県医師会代議員会において組合設立準
備のための調査費を承認。

■昭和４０年２月２７日　設立内認可申請書を富山県知事に提出。
■昭和４０年６月１５日　設立総会を北陸銀行本店にて開催。初代理

事長に福田博先生就任。
■昭和４０年７月１０日　富山県医師会館（富山市総曲輪）にて営業

開始。
■昭和４０年７月１２日　全国信用協同組合連合会に加盟。
■昭和４４年６月２１日　第５回中部地区医師信用組合連絡協議会を

当県で開催。
■昭和４９年６月１日　第二代理事長に田上康先生就任。
■昭和５０年６月１５日　第１１回中部地区医師信用組合連絡協議会を

当県で開催。
■昭和５５年６月１日　第三代理事長に本多幸男先生就任。
■昭和５６年６月１３日　第１７回中部地区医師信用組合連絡協議会を

当県で開催。
■昭和５６年９月７日　富山県医師会館新築落成（富山市蜷川）に

伴い同会館２階にて新事務所開設。
■昭和６０年７月７日　組合創立２０周年記念祝賀会開催。
■昭和６２年６月２０日　第２３回中部地区医師信用組合連絡協議会を

当県で開催。
■昭和６３年６月１日　第四代理事長に広瀬友二先生就任。
■平成３年１０月１２日　第１４回全国医師信用組合連絡協議会を当県

で開催。
■平成５年６月１９日　第２９回中部地区医師信用組合連絡協議会を

当県で開催。
■平成６年６月１日　第五代理事長に出口国夫先生就任。
■平成７年７月２日　創立３０周年記念式典・祝賀会開催。
■平成１１年７月１０日　第３５回中部地区医師信用組合連絡協議会を

当県で開催。

当組合のあゆみ（沿革当組合のあゆみ（沿革））
■平成１２年１１月２０日　北陸財務局による金融検査を受検。
■平成１４年６月２５日　第六代理事長に篠川賢久先生就任。
■平成１５年２月２５日　北陸財務局による金融検査を受検。
■平成１７年７月１６日　第４１回中部地区医師信用組合連絡協議会を

当県で開催。
■平成１７年１０月１１日　北陸財務局による金融検査を受検。
■平成１８年１月１６日　ホームページ開設。
■平成１８年１１月１３日　預金保険機構による検査を受検
■平成１９年６月２６日　第七代理事長に福田孜先生就任。
■平成１９年１０月２０日　第３０回全国医師信用組合連絡協議会を当県

で開催。
■平成２０年５月７日　ＳＫＣシステムがスタート
■平成２０年５月２１日　北陸財務局による金融検査を受検。
■平成２２年６月１７日　北陸財務局による金融検査を受検。
■平成２３年７月９日　第４７回中部地区医師信用組合連絡協議会を

当県で開催。
■平成２４年３月１９日　北陸財務局による金融検査を受検。
■平成２６年６月２０日　第八代理事長に馬瀬大助先生就任。
■平成２７年６月７日　創立５０周年記念式典・イベント開催。
■平成２９年３月１３日　ＡＴＭを設置しキャッシュカードを発行。
■平成２９年７月１０日　ドクターカードローン及びメディカルカー

ドローンを発売。
■平成３０年１月２９日　各種ローンのＷＥＢ申込みの取扱いを開始。
■平成３０年４月２日　三井住友信託銀行の代理店となり遺言信託

の取扱いを開始
■平成３０年１０月１日　火災保険の窓販を開始
■平成３１年４月９日　北陸財務局による金融検査を受検
■令和元年６月２１日　第５４回通常総会において役員選出方法を

「選任制」に改正
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事業の組事業の組織織

【経営管理体制（組織図）】
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 理 事 長  馬瀬　大助

専務理事  堀地　　肇

常務理事  中山　　明

 理 事  道振　義冶

 理 事  富田喜久雄

 理 事  網谷　茂樹

 理 事  寺西　重和

 理 事  吉山　　泉

 理 事  松本三千夫

 理 事  舟坂　雅春

 理 事  青山　圭一

 理 事  藤森　正記

 理 事  成瀬　隆倫

 理 事  沼田　仁成

 理 事  藤木　龍輔

 理 事  南里　泰弘

 理 事  藤田　　一

 監 事  笠島　　眞

 監 事  島田　一彦

員外監事　内山　弘道

（弁護士）

員外監事　松村　篤樹

（公認会計士）

役員一覧（理事および監事の氏名・役職名）役員一覧（理事および監事の氏名・役職名）　（令和３年６月２５日現在）（令和３年６月２５日現在）

　　注）当組合は、弁護士と公認会計士の２名の員外監事の選任により、
ガバナンスの向上や経営の透明性を高めるよう努めております。

組合員の推組合員の推移移 （単（単位位：：人）人）

令和２年度末令和元年度末区　　　分

１，０８８１，１０９個 人

２３２２３０法 人

１，３２０１，３３９合 計

第５６期通常総会につい第５６期通常総会についてて
■開催日：令和３年６月２５日㈮
■第５６期通常総会の報告
　事業の概況、庶務事項、事業成績の推移、当組合の現況

■第５６期通常総会決議事項
　第１号議案　　第５６期（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）計算書類等および剰余金処分（案）承認の件

　　　　　　　　本件は原案どおり承認可決されました。

　第２号議案　　令和３年度事業計画、および収支予算案承認の件

　　　　　　　　本件は原案どおり承認可決されました。

　第３号議案　　組合が借入する最高限度額決定の件

　　　　　　　　本件は原案どおり承認可決されました。
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主要な経営指標の推主要な経営指標の推移移
（単位：千円）

令和２年度令和元年度平成３０年度平成２９年度平成２８年度区　　　分
３４９，３９８３５２，８０５３３２，０２３３３０，５８５３３６，７４６経 常 収 益
１２４，０５４１５９，３２２１０４，３２６１１２，５９３１３７，３８３経 常 利 益
８８，４５３１１４，６２４７４，８５３８１，３４４９９，６９４当 期 純 利 益

３６，６５７，９７９３５，２９０，４０３３４，４３０，８９３３３，２１７，２１６３２，２８６，３７３預 金 積 金 残 高
６，５４８，８１５６，３０７，５４０６，０４０，８７７５，８５８，０７６６，０２７，８５５貸 出 金 残 高
２４，９９１，８３８２３，５６１，３０６２３，６６８，２５１２２，０１８，９９１２０，６０２，８５２有 価 証 券 残 高
４６，９６０，７６９４４，２９１，５２６４３，０８８，８７５４０，９９８，６４８４０，０７７，４４０総 資 産 額
５，０３５，５０４４，８６３，０５３４，９８１，８６４４，８７８，４６３４，８６１，２４５純 資 産 額
２６．１９％２６．１９％３１．０４％３２．５８％３５．００％自己資本比率（単体）
４３，７１０４４，６１０４５，１４０４５，０７０４５，１４０出 資 総 額
４，３７１口４，４６１口４，５１４口４，５０７口４，５１４口出 資 総 口 数
１，７４５１，７７８１，７９４１，７９９３，５７８出資に対する配当金
７人７人７人７人７人職 員 数

（注）１．残高計数は期末日現在のものです。
　　　２．「自己資本比率（単体）」は、平成１８年金融庁告示第２２号により算出しております。

令和２年度 経営環境・事業概令和２年度　経営環境・事業概況況
　令和２年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、世界中

の経済活動が停滞した年となりました。

　生活面では、新型コロナウイルスとの共生を想定する「新しい

生活様式」が公表され、ソーシャルディスタンスの確保が常識と

なりました。また、外出自粛要請により旅行や多くのイベントが

中止になり、「巣ごもり需要」が増加しました。

　働き方の面では、テレワークが一気に普及し、時差出勤や在宅

勤務が日常となり、ウェブ会議が定着しました。

　当組合では、新型コロナウイルスの感染拡大により、一時的に

資金繰りに支障をきたす医療機関が見られたことから、富山県の

制度融資に加え、特別融資を発売して、先生方の資金需要に応え

ました。

　第三次中期経営計画では、『医療界のベストバンクを目指す』

として、先生方に的確かつ迅速な金融サービスを提供してお客さ

まの満足度向上を図ることにしております。

　当組合としましては、先生方のお役にたてるよう、預金金利は

出来る限り高く、貸出金利は出来る限り低く設定しております。

その結果、令和３年３月末の実績につきまして、預金の年間増加

率は３．８８％となり、安定的な増加を図ることができました。貸出

金につきましても、年間増加率は３．８３％と増加を図ることができ

ました。収益につきましては、コア業務純益が１２８百万円となり、

僅かながら前期を上回ることができました。経営体力につきまし

ては、自己資本比率は２６．１９％と高い水準を維持しております。

組合員数につきましては、年間で３７名加入しましたが、５６名の脱

退があり１９名減少しました。

　今年度も、当組合の使命達成のため邁進したく、引き続き当組

合をご利用賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
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地域に貢献する信用組合の経営姿勢
　当組合は、相互扶助の精神を根幹に置き、金融を通して組合員

である先生の医業経営発展のお手伝いをすること、このことが地

域住民の医療や健康管理に寄与し、ひいては「地域貢献」に繋が

ると考えております。

 

融資を通じた地域貢献
　当組合は次の点を大切にして融資業務を推進してまいります。

⑴　ご融資のお申し出には、早急に結論を出し迅速な手続きをし

ます。

⑵　ご融資の条件などは、先生のサイドに立って、「借りやすさ」

を醸成します。

⑶　そのためにも、健全経営に徹し、組合員の皆様の一層の信頼

が得られるよう努めてまいります。

地域貢地域貢献献

１．基本的な考え方（経営理念）
　当組合は昭和４０年６月の創業以来、医業域信用組合として、組

合員である開業医・勤務医の先生方に対し、相互扶助の精神を基

本に、医業経営のアシスタントとなり、ひいては地域医療の発展

に寄与することを経営理念としております。

２．中期経営計画
　⑴　計画期間

　　　平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間）

　⑵　基本となる考え

　　　『医療界のベストバンクを目指す』

　　　強固な財務基盤の確立や顧客基盤の強化・拡大を背景とし

て、先生方に的確かつ迅速な金融サービスを提供してお客さ

まの満足度向上を図ることにより、医療界におけるベストバ

ンクを目指します。

　⑶　計画のコンセプト

　　①　お客さま第一主義の徹底

　　②　プロ意識の追求

　　③　イノベーションの創造

３．令和２年度に実施した取組について
　⑴　新型コロナウイルス感染拡大による、患者減少等に伴う運

転資金の需要に対して、富山県の制度融資に加えて、当組合

独自の特別融資を発売し、迅速かつ柔軟に対応いたしました。

　⑵　教育資金が多額に上ることもあることから、教育ローンの

商品を見直し、団信付きで５０百万円まで無担保扱いで借入で

きるようにしました。

　⑵　令和２年度組合員貸出利用状況

金　　額件　　数資金使途 前年比前年比
△２４１９０△１５３６年末・中元・納税
△１３２５０８教 育 資 金
△３００６４３△１０４１診 療 所 等 設 備
３１９４５１２７３９運 転 資 金
１１１１他 行 肩 代 わ り

△１７１，３１１３１２５合 計

地域密着型金融の取組状地域密着型金融の取組状況況 （令和２年４月～令和３年３月（令和２年４月～令和３年３月））

３年３月末２年３月末３１年３月末
６，５４８６，３０７６，０４０残 高
２４１２６７１８２年 間 増 加 額
２６１２６０２６６利 用 者 数

４．組合融資の現状

　⑴　融資残高の推移

以上

（単位：百万円、先）

（単位：件、百万円）
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中小企業の経営改善及び地域の活性化のための取組状中小企業の経営改善及び地域の活性化のための取組状況況
２．金融円滑化の実施に向けた態勢整備
　⑴　当組合は、金融円滑化を実効性あるものとするために、内

部管理規程を制定するとともに、組織体制を整備し、お客さ

まの視点に立った、業務運営の維持・向上に継続的に取組む

こととします。

　⑵　お客さまからの返済条件の変更等の申込み相談窓口を設置

し、ご相談に応じます。また、返済条件の変更等に係るご意

見・ご要望・苦情を受付ける窓口を設置し、適切に対応いた

します。

３．適切な融資慣行の確立
　当組合は、経営者保証に関するガイドライン研究会（平成２５年

１２月５日公表）が公表した「経営者保証に関するガイドライン」

（以下、「ガイドライン」という。）を自発的に尊重し、遵守しま

す。

　今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお

客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられ

た場合は、本ガイドラインに基づき誠実に対応し、お客さまとの

継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化に努めてまいります。

　なお、お客さまからの返済条件の変更等に関するご相談は、当

組合の店頭のほか、次のお問い合わせ窓口までお申し出下さい。

　当組合は、開業医や勤務医の先生方に必要な資金を安定的に供

給し、地域医療の発展に寄与することを経営理念としております。

　当組合は、中小企業金融円滑化法の期限到来後も、「金融円滑

化に関する基本方針」に基づき、これまでと同様に金融の円滑化

に取り組んでまいります。

　また、経営理念を実践するための具体的な取組み方針として、

「中期経営計画」を策定し、地域医療の発展に寄与していきたい

と考えております。

１．金融円滑化に関する方針
　⑴　お客さまからの新たな融資の申込については、お客さまの

特性及びその事業の状況を勘案しつつ、できる限り積極的に

対応します。

　⑵　事業資金や住宅ローンをご利用のお客さまから返済条件の

変更等に関する申込みがあった場合には、お客さまごとの状

況を十分に踏まえたうえで、できる限り柔軟な措置を取るよ

う努めます。

　⑶　複数の金融機関から借入を行っているお客さまから返済条

件の変更等の申込み・相談があった場合には、お客さまの同

意を前提に、守秘義務に留意しつつ、他の金融機関と緊密な

連携を図りながら対応します。

　⑷　お客さまの経営状況を踏まえて、経営相談・経営指導及び

経営改善に向けた取組みを行うために、役職員は目利き能力

の向上に努めます。

　⑸　返済条件の変更等を行った後も、お客さまと綿密にご相談

させていただき、経営改善努力を行っているお客さまに対し

て、継続的な経営改善支援に努めてまいります。

　⑹　お客さまからの返済条件の変更等に関する申込み・相談に

対し、迅速かつ誠実な対応に努めるとともに、その対応に際

しては、お客さまとのこれまでの取引関係やお客さまの理解、

経験、資産の状況等に応じた適切かつ丁寧な説明に努めるこ

ととします。

　　　また、顧客のライフサイクルにあわせた各種金融サービス

情報の提供に努めます。

〔お問い合わせ窓口〕
●返済条件の変更等の相談窓口

　業務部融資係ご相談担当　電話番号　０７６－４２９－６２７２

●返済条件の変更等に係るご意見・ご要望・苦情対応窓口

　業務部ご相談・苦情窓口　電話番号　０７６－４２９－６２７２

※受付時間は午前９時から午後５時までです。ただし、

当組合の休業日は除きます。
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●金融円滑化に関する措置の実施状況（平成３１年３月末）

令和３年３月末令和２年９月末令和２年３月末令和元年９月末平成３１年３月末
金額債権数金額債権数金額債権数金額債権数金額債権数

１，３６７１３９１，３５２１３７１，１４０１２８９７６１２１８６８１１１貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸
付債権

１，３６７１３９１，３５２１３７１，１４０１２８９７６１２１８６８１１１うち、信用保証協会等による債務の
保証を受けていなかった貸付債権

１，３６７１３９１，３５２１３７１，１４０１２８９７６１２１８６８１１１うち、実行に係る貸付債権

－－－－－－－－－－
うち、信用保証協会が
条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示し
た貸付債権

－－－－－－－－－－うち、謝絶に係る貸付債権

－－－－－－－－－－
うち、信用保証協会が
条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示し
た貸付債権

－－－－－－－－－－うち、審査中の貸付け債権
－－－－－－－－－－うち、取下げに係る貸付債権

－－－－－－－－－－うち、信用保証協会等による債務の
保証を受けていた貸付債権

－－－－－－－－－－うち、実行に係る貸付債権
－－－－－－－－－－うち、謝絶に係る貸付債権

－－－－－－－－－－
うち、信用保証協会等
が債務の保証を応諾す
る旨の判断を示した貸
付債権

－－－－－－－－－－うち、審査中の貸付け債権
－－－－－－－－－－うち、取下げに係る貸付債権

（単位：件・百万円）

　当組合は、中小企業金融円滑化法の期限到来後も取組方針は変

わりません。

　これからもお客様に対して、貸付の条件の変更等のご相談・お

申込み等に迅速かつ適切におこたえすることができるよう、努め

てまいります。

○お客様からの新規融資や貸付条件の変更等のご相談・お申込み

に対しては、お客様のご事情を十分に勘案し、迅速かつ真摯に

対応いたします。

○貸付の条件変更等の申込に際しては、関係する他の金融機関等

と連携を図りながら、円滑な資金供給とお客様の経営改善に向

けた取組みへの積極的な支援を実施いたします。

○お客様の抱える問題や課題に対しては、お客様の立場に立ち最

適な解決策のご提案が出来るよう、コンサルティング機能の発

揮に努めます。

○同法の期限到来後の取組みについては、全役職員への周知を徹

底し、当組合全体として金融の円滑化に取組みます。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】
業務部　電話番号　０７６－４２９－６２７２

（受付時間　平日９：００～１７：００）

中小企業金融円滑化法の期限到来後の取組方針につい中小企業金融円滑化法の期限到来後の取組方針についてて
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第三次中期経営計第三次中期経営計画画
■基本戦略

　１．医療事業の育成・活性化と事業承継への取組

　　　医療事業の活力を維持・向上させるために、金融サービス

を通じて、医療界及び事業承継の課題に主体的に取り組みま

す。

　２．的確なコンサルティングによるお客さまの成長支援

　　　お客さまの課題やニーズを的確に把握することで、最適な

ソリューションを提供し、お客さまの成長をサポートします。

　３．お客さまの資産を安定的に増やしていく取組み

　　　お客さまの資産を中長期的に増やしていくことを使命とし

て、お客さまのライフステージに応じた資産形成のサポート

に取組みます。

　４．環境変化へ適応する経営体質の強化

　　　ガバナンス態勢の強化、リスクリターン管理の充実を図り

ます。

　５．医師会グループとの連携強化

　　　富山県医師会、郡市医師会、富山県医師協同組合との連携

を強化し、先生方の多様なニーズにお応えします。

■具体的な施策

　１．強固な営業基盤の構築

　　⑴　組合員の増強

　　　①　未取引の勤務医に対しては、医局会等でのプレゼンテ

ーションの活用

　　　②　税理士やコンサルティング会社への働きかけ

　　　③　医薬品販売会社、医療機器販売会社、ハウスメーカー

等の営業マンに対する商品説明会等を通じて、当組合の

有利性をアピールします。

　　⑵　新たな領域の拡大

　　　　　県外からの転入予定者への組合員資格付与を検討し、

県外の新規開業予定者等にもアプローチできる環境を整

備します。

　２．地域活性化に向けた取り組み

　　⑴　創業支援

　　　①　アンテナを高く掲げ、新規開業予定者の情報収集に努

めます。

　　　②　オール医師会として、新規開業の先生を積極的に支援

します。

　　⑵　事業承継支援

　　　①　後継者の先生のニーズを把握し、事業承継の課題に主

体的に取組みます。

　　　②　事業承継をスムーズに行うために、遺言信託等の利用

を提案します。

　　⑶　廃業支援

　　　①　後継者不在等により、やむなく廃業する先生のニーズ

を把握し、最適なソリューションの提供に努めます。

１．預金は順調に増加し、計画を上回ることができました。
２．貸出金は、前半に第一次中期経営計画の勢いを維持していましたが、後

半に他行との金利競争が激化したこともあり、実行額は伸び悩みました。
３．２０１６年２月にマイナス金利政策が導入され経営環境が厳しくなりました

が、有価証券運用の高度化により、コア業務純益は順調な成果を上げる
ことができました。

４．B会員を主体とした組合員増強運動を継続した結果、組合員数は相応の
増加を図ることができました。

２０１９／３末２０１８／３末２０１７／３末２０１６／３末２０１５／３末
３４，４３０３３，２１７３２，３８６３１，５３４３０，０１４預 金
６，０４０５，８５８６，０２７５，６８３４，７５２貸 出 金
１７．５４１７．６３１８．６７１７．８８１５．８３預 貸 率
１２３１１２１０４９４９４コア業務純益

１，３４５１，３２５１，３１２１，２６８１，２１５組合員数

第 三 次 中 期 経 営 計 画 に つ い て

■計画期間

　２０１９年４月１日～２０２４年３月３１日（５年間）

■基本となる考え

　『医療界のベストバンクを目指す』

　強固な財務基盤の確立や顧客基盤の強化・拡大を背景として、

先生方に的確かつ迅速な金融サービスを提供してお客さまの満足

度向上を図ることにより、医療界におけるベストバンクを目指し

ます。

■計画のコンセプト

　１．お客さま第一主義の徹底

　　　お客さま第一主義という基本原則を徹底し、先生方にとっ

て価値ある金融サービスを提供することで、先生方や医療界

とともに発展します。

　２．プロ意識の追求

　　　金融サービスのプロとして、先生方の期待に応えるサービ

スを提供します。

　３．イノベーションの創造

　　　役職員は、大きな潮流の変化を自己成長の機会と捉えて、

これまでの常識や固定概念を打ち破り新たな領域に挑戦して

イノベーションを生み出します。

 

■経営理念
　当組合は昭和４０年６月の創業以来、医業域信用組合として、組

合員である開業医・勤務医の先生方に対し、相互扶助の精神を基

本に、医業経営のアシスタントとなり、ひいては地域医療の発展

に寄与することを経営理念とします。

■第二次中期経営計画の総括
（単位：百万円、％、先数）
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２０２４年３月末２０２３年３月末２０２２年３月末２０２１年３月末２０２０年３月末２０１９年３月末

年伸率年間
増加額残高年伸率年間

増加額残高年伸率年間
増加額残高年伸率年間

増加額残高年伸率年間
増加額残高年伸率年間

増加額残高

１．３６５００３７，０００１．３８５００３６，５００１．４０５００３６，０００１．４２５００３５，５００１．６５５７０３５，０００－－－計画
預 金

３．８８１，３６７３６，６５７２．５０８５９３５，２９０３．６５１，２１３３４，４３０実績

２．２７２５０１１，２５０２．３２２５０１１，０００２．３８２５０１０，７５０２．４３２５０１０，５００２．８０２８０１０，２５０－－－計画
流動性

６．２４６６１１１，２６９６．３９６３７１０，６０７５．８４５５０９，９７０実績

０．９８２５０２５，７５００．９９２５０２５，５００１．００２５０２５，２５０１．０１２５０２５，０００１．１８２９０２４，７５０－－－計画
定期性

２．８６７０５２５，３８８０．９１２２３２４，６８３２．７９６６３２４，４６０実績

４．１６３００７，５００４．３４３００７，２００４．５４３００６，９００４．７６３００６，６００４．３０２６０６，３００－－－計画
貸 出 金

３．８３２４１６，５４８４．４１２６７６，３０７３．１２１８２６，０４０実績

－０．５５２０．２７－０．５６１９．７２－０．５７１９．１６－０．５９１８．５９－０．４６１８．００－－－計画
預 貸 率

－△０．０１１７．８６－０．３３１７．８７－△０．０９１７．５４実績

△７．３１△６７６△１０．８６△１０８２△１０．６７△１１９２△８．０３△９１０３△８．９４△１１１１２－－－計画コ ア
業務純益 ０．７８１１２８３．１４４１２７９．１５１０１２３実績

１．７２２５１，４７５１．７５２５１，４５０１．７８２５１，４２５１．８１２５１，４００２．２３３０１，３７５－－－計画
組合員数

△１．４１△１９１，３２０△０．４４△６１，３３９１．５０２０１，３４５実績

●第三次中期経営計画実績対比表（末残） （単位：百万円、％、先）

組合員数収　益貸　出　金預　　　金

１，４７５先コア業務純益
７６百万円

期末残高　７５億円期末残高　３７０億円
期中平残　７３億円期中平残　３６８億円

以上

　　　②　ニーズが合えば、廃業する先生と開業する先生の橋渡

しに努めます。

　３．経営基盤の強化

　　⑴　運用力・収益力の強化

　　　①　新規開業及び事業承継支援の取組み強化により、貸出

金の安定的な増強を目指します。

　　　②　低金利政策の長期化を前提として、有価証券運用の高

度化により収益力の強化に取組みます。

　　⑵　リスク管理態勢の強化

　　　①　リスク量は、経営体力及び自己資本の水準から許容で

きる範囲内とします。

　　　②　「経営の健全性の維持」と「収益性の向上」の双方に

バランスの取れた経営を目指します。

　　⑶　コンプライアンスの徹底

　　　①　金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分に認

識し、健全な業務運営を通じて、お客さま及び社会から

の信頼・信用を確保します。

　　　②　社会的規範を逸脱することなく、誠実かつ公正に業務

を遂行して、コンプライアンスの実践を図ります。

　４．組織力の強化

　　⑴　プロフェッショナル人材の育成

　　　①　コンサルティング営業力の向上を図ります。

　　　②　各々の職員は、自らが得意とする専門分野の知識を高

めることとします。

　　⑵　医師会グループとの連携強化

　　　①　富山県医師会、郡市医師会、富山県医師協同組合との

連携を強化

　　　②　未加入の勤務医の入会について、医師会グループとの

共同勧誘

　　⑶　中部及び全国医師信用組合との連携

　　⑷　全信中協及び全信組連との連携

■計数目標（２０２３年度）
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「経営者保証に関するガイドライン」への対応につい「経営者保証に関するガイドライン」への対応についてて
　「経営者保証に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」

という。）とは、経営者保証（中小企業の経営者等による個人保

証）における合理的な保証契約の在り方等を示すとともに、主た

る債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行う

ためのルールとして、「経営者保証に関するガイドライン研究会」

（全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局）が策定したもので

す。

　当組合は、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢整備

を図りました。今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、

保証人が本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられ

た場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応いたします。

　１．経営者保証は、企業の信用力の補完、情報不足等に伴う債

権保全等の必要性等の観点から、中小企業等の皆様の資金調

達の円滑化に寄与する等の役割があります。一方、ガイドラ

インでは、主たる債務者において以下のような点が将来に亘

って充足すると見込まれる場合には、金融機関は、主たる債

務者の経営状況、資金使途、回収可能性等を総合的に判断す

る中で、経営者保証を求めない可能性や経営者保証の機能を

代替する融資手法を活用する可能性について、主たる債務者

の意向も踏まえた上で検討することとされています。

　　①　法人の事業資産と経営者個人の資産・経理が明確に分離

されている。

　　②　法人と経営者の間の資金のやりとり（役員報酬、配当、

オーナーへの貸付等）が、社会通念上適切な範囲を超えな

い。

　　③　法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。

　　④　法人から適時適切に財務情報等が提供されている。

　　⑤　経営者等から十分な物的担保等の提供がある。

　　　そこで、お客様ごとにガイドラインに定められた事項等を

総合的に勘案して経営者保証の必要性を検討させていただい

ております。

　２．保証金額については、ガイドラインに定められた、保証人

の資産及び収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、

物的担保等の設定状況、主たる債務者及び保証人の適時適切

な情報開示姿勢等を総合的に勘案して設定させていただいて

おり、必ずしも融資額と同額とはしていません。

　３．原則として、保証債務の履行請求時には、一律に保証金額

全額に対して行うものではなく、保証履行時の保証人の資産

状況等を勘案した上で、請求の範囲を検討いたします。また、

保証人がガイドラインに基づく保証債務の整理に則った整理

を申し立てた場合には、金融機関はガイドラインに基づき当

該整理に誠実に対応するよう努めることとされており、当組

合の保証契約にはその旨が規定されています。

　４．経営者保証の必要性が解消された場合には、保証契約の変

更・解除等の見直しの可能性がありますので、ご相談等によ

り経営者保証の必要性を再度判断いたします。

　５．事業承継が生じた場合、上記の①ないし②を総合的に勘案

して、後継者との保証契約締結の必要性を検討させていただ

いており、前経営者が負担する保証債務を、後継者が当然に

引き継ぐわけではありません。

　　　また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、

前経営者が引き続き実質的な経営支配権を有しているか、当

該保証契約以外の手段による既存債権の保全状況、法人の資

産・収益力による借入返済能力を勘案して、保証契約の解除

について適切に判断させていただきます。

●「経営者保証に関するガイドライン」の取り組み状況

令和２年度令和元年度
７３件８４件新規に無保証で融資した件数
８０．２１％７９．２４％新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合
０件０件保証契約を解除した件数

０件０件
経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整
理の成立件数（当組合をメイン金融機関として実施し
たものに限る）

　当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内

容を十分に踏まえ、お客さまからお借入や保証債務整理の相談を

受けた際に真摯に対応する態勢を整備しています。経営者保証の

必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営

者の関係性や財務状況等を把握し、同ガイドラインの記載内容を

踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。また、

どうのような改善を図れば経営者保証の解除の可能性が高まるか

などを具体的に説明し、経営改善支援を行っています。
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●コンプライアンス態勢
　法令等遵守（コンプライアンス）とは、法令やルールを厳格に

遵守することはもとより、さらには社会的規範を全うすることで

す。

　当組合では、法令等を遵守し、社会人としての健全な常識や高

い倫理観をもって業務を遂行していくことが組合経営の基本であ

ると認識し、コンプライアンス態勢の確立を経営の最重要課題の

一つに位置付けし、以下のような諸施策を実施しています。

１．遵守すべき倫理規範及び行動基準を示した「コンプライアン

スの基本方針」を下記のとおり策定しています。

２．コンプライアンスの具体的な実践計画として、毎年「コンプ

ライアンス・プログラム」を策定し、理事会に進捗状況を報告

して、コンプライアンス態勢の構築・推進を図っています。

３．遵守すべきルールを明確にするために、法令等遵守の具体的

手引書である「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、役

職員全員に配布しています。

４．役職員に対する研修や勉強会及び通信講座等を通じて、コン

プライアンス教育の強化を図っています。

５．年に２回「コンプライアンスに係る自己申告チェックリスト」

を実施し、コンプライアンスが適切に機能しているかどうかの

チェックを行っています。

●コンプライアンスの基本方針
⑴　当組合は、金融機関としての社会的責任と公共的使命を十

分認識し、健全な業務運営を通じて、お客さま及び社会から

の信頼・信用を確保します。

⑵　当組合は、法令、諸規則、諸規程の遵守（以下「コンプラ

イアンス」という。）を通じて、社会的規範を逸脱すること

なく、誠実かつ公正に業務を遂行して、コンプライアンスの

実践を図ります。

⑶　当組合は、その事業等の情報を適時かつ適切に開示して、

広く社会とのコミュニケーションを図ります。

⑷　当組合は、従業員の人格、個性を尊重するとともに、安全

かつ快適な環境を確保します。

⑸　当組合は、社会の構成員であること及び地域社会の発展や

公共の利益に深く関わる業務に携わっていることを認識し、

「良き企業市民」として、自主的かつ積極的に社会貢献活動

及び環境問題に取り組みます。

⑹　当組合は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的

勢力とは断固として対決します。

●行動綱領
　信用組合は、「組合員による組合員のための信用組合」を目指し、

資金の融通面だけでなく、組合員である中小企業・小規模事業者、

生活者の悩みや課題を共に考え、解決に協力し、その発展に貢献

している。

　また、信用組合の基盤そのものである地域・業域・職域のそれ

ぞれのコミュニティを支えるために積極的に関与・連携している。

　今後もこうした社会的使命と責任を全うする「相互扶助」を理

念とする協同組織の金融機関として、地域・業域・職域の期待に

応えるとともに、揺るぎない信頼を確立するため、本行動綱領を

定めることとする。

１．信用組合の公共的使命
　　信用組合の持つ公共的使命の重みを常に自覚し、健全な業務

運営の遂行を通して揺るぎのない信頼の確立を図る。

２．キメ細かい金融サービスの提供
　　地域経済活動を支える金融機関としての機能はもとより、創

意と工夫を活かし、お客さま本位の業務運営を通じて、お客さ

まのニーズに応えるとともに、市民生活や企業活動に脅威を与

えるテロ、サイバー攻撃、自然災害等に備え、セキュリティレ

ベルの向上や災害時の業務継続確保などお客様の利益の適切な

保護にも十分配意したキメ細かい金融サービスの提供を通じて、

地域社会・地域経済の発展に貢献する。

３．法令やルールの厳格な遵守
　　あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会規範にもとるこ

とのない、誠実かつ公正な組織運営を行う。

４．地域社会とのコミュニケーション
　　経営等の情報の積極的、効果的かつ公正な開示をはじめとし

て、幅広く地域社会とのコミュニケーションの充実を図る。ま

た、信用組合を取り巻く幅広い利害関係者と建設的な対話を通

して、地域社会からの理解と信頼を確保し、自らの存在価値の

向上を図る。

５．人権の尊重
　　すべての人々の人権を尊重する。

６．働き方改革の推進、職場環境の充実
　　職員の多様性、人格、個性を尊重する働き方を実現する。ま

た、健康と安全に配慮した働きやすい職場環境を確保する。

７．環境問題への取組み
　　資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するとともに、環

境保全に寄与する金融サービスを提供するなど、環境問題に積

極的に取り組む。

８．社会参画と発展への貢献
　　信用組合が地域社会の中においてこそ存続・発展しうる存在

であることを自覚し、地域社会とともに歩む「良き市民」とし

て、積極的に社会に参画し、その発展に貢献する。

９．反社会的勢力との関係遮断、テロ等の脅威への対応
　　社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断

固として排除し、関係遮断を徹底する。また、国際社会がテロ

等の脅威に直面している中で、マネー・ローンダリング対策お

よびテロ資金供与対策の高度化に努める。

以上 

法令等遵守態法令等遵守態勢勢
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●個人情報保護宣言
　当組合では、個人情報保護および個人番号（以下「個人情報等」

といいます。）の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）（以下「法」という。）、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

５月３１日法律第２７号）、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイ

ドライン等の関係法令等（以下「法令等」といいます。）を遵守

して以下の考え方に基づきお客様の個人情報等を厳格に管理し、

適正に取り扱うとともに、その正確性・機密保持に努めます。

　また、本保護宣言につきましては、その内容を適宜見直し、改

善してまいります。

　当組合は、本保護宣言を当組合のインターネット上のホームペ

ージに掲載し、または、店舗の窓口等に掲示し、もしくは備え付

けることにより、公表します。

１．個人情報の利用目的
　　当組合は、法令等に基づき、お客さまの個人情報等を、別紙

の業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用し、そ

れ以外の目的では、法等で認められる場合のほか、利用いたし

ません。

　　また、個人番号については、法令等で認められている利用目

的以外では利用いたしません。

　　なお、個人情報の利用目的を変更した場合は直ちに公表いた

します。

２．個人情報の適正な取得について
　　当組合では、上記１．で特定した利用目的の達成に必要な範

囲で、適法かつ適正な手段により、例えば、以下のような情報

源から、お客様の個人情報等を取得いたします。

　　なお、法第２条第３項に定める要配慮個人情報を含む「金融

分野における個人情報保護に関するガイドライン」に定める機

微情報は、法令等で認められている場合以外は、取得いたしま

せん。

　⑴　預金口座のご新規申込の際にお客様にご記入・ご提出いた

だく書類等により、直接提供していただいた情報

　⑵　各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第

三者から提供された情報

　⑶　商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情

報

３．個人データの第三者提供
　　当組合は、上記１．の利用目的の範囲内で当組合が別紙に表

示する第三者へ個人データを提供しております。これ以外には、

法令等で認められている場合を除き、お客様の同意なしにお客

様の個人データを第三者へ提供いたしません。但し、個人番号

をその内容に含む特定個人情報については、法令等で認められ

ていない限り、お客様の同意があっても、これを第三者に提供

いたしません。 

４．個人データの委託
　　当組合は、上記１．の利用目的の範囲内で、例えば、以下の

ような場合に、個人データおよび個人番号に関する取扱いを外

部に委託することがあります。その場合には、適正な取扱いを

確保するための契約締結、実施状況の点検などを行います。

　⑴　お客様にお送りするための書面の印刷または発送に関わる

業務を外部に委託する場合

　⑵　情報システムの運用・保守に関わる業務を外部に委託する

場合

５．個人データの共同利用
　　当組合は、上記１．の利用目的の範囲内で個人データを当組

合が別紙に表示する特定の者と共同利用しております。但し、

個人番号をその内容に含む特定個人情報については、共同利用

をいたしません。

６．個人情報等の安全管理措置に関する方針
　　当組合では、取り扱う個人情報等の漏えい・滅失等の防止そ

の他の個人情報等の安全管理のため、組織的安全管理措置、人

的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じ、適正に管理しま

す。

　　また、役職員には必要な教育と監督を、業務委託先に対して

は、個人情報等の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督

に努めます。

７．お客様からの開示、訂正、利用停止等のご請求
　⑴　開示のご請求

　　　お客様から当組合が保有するご自身に関する個人データの

開示のご依頼があった場合には、原則として開示いたします。

　⑵　訂正等のご請求

　　　お客様から当組合が保有するご自身に関する個人データの

訂正等（訂正・追加・削除）のご依頼があった場合には、原

則として訂正等いたします。

　⑶　利用停止等のご請求

　　　お客様から当組合が保有するご自身に関する個人データの

利用停止等（利用停止・消去）のご依頼があった場合（法令

等に基づく正当な理由による。）には、原則として利用停止

等いたします。

　⑷　ダイレクトメール等の中止

　　　当組合は、当組合からの商品・サービスのセールスに関す

るダイレクトメールの送付やお電話等での勧誘のダイレク

ト・マーケティングで、個人情報を利用することについて、

これを中止するようお客様よりお申し出があった場合は、遅

滞なく当該目的での個人情報の利用を中止いたします。

　　　なお、⑴、⑵、⑶のご請求に当たっては、個人データの重

要性に鑑み、ご請求者（代理人を含む）の本人確認をさせて

いただきます。ご請求手続の詳細およびご請求用紙が必要な

場合は当組合本支店窓口までお申出ください。 
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以上

個人情報等保護に係る業務内容ならびに利用目的
【業務内容】
○　預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務お

よびこれらに付随する業務

○　投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社

債業務等、法律により信用組合が営むことができる業務および

これらに付随する業務

○　その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随

する業務（今後取扱いが認められる業務を含む）

【利用目的（個人番号を含む場合を除く）】
○　各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受

付のため

○　犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人さま

の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確

認のため

○　預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引

における管理のため

○　融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため

○　適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提

供にかかる妥当性の判断のため

○　与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提

供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供

するため

○　他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について

委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行

するため

○　お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行

のため

○　市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による

金融商品やサービスの研究や開発のため

○　ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各

種ご提案のため

○　提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため

○　各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため

○　組合員資格の確認および管理のため

○　その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため 

【個人番号の利用目的】
⑴　役職員等（当組合の役職員並びにその配偶者および扶養家族

をいう。以下同じ）に係る事務

①　給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務

②　健康保険・厚生年金保険届出事務

③　雇用保険届出事務

④　労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務

⑤　国民年金の第３号被保険者の届出事務

⑥　財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する各

種申告、各種届出事務

⑵　顧客等（当組合の個人の顧客および組合員をいう。以下同じ）

に係る事務

①　出資配当金の支払に関する法定調書作成・提供事務

②　金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務

③　金融商品取引に関する法定調書作成・提供事務

④　金地金取引に関する法定調書作成・提供事務

⑤　国外送金等取引に関する法定調書作成・提供事務

⑥　非課税貯蓄制度等の適用に関する事務

⑦　教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務

⑧　預金保険法に基づく名寄せ・税務調査（犯則調査および滞

納処分のための調査を含む。）・社会保障における資力調査等

に関する事務

⑨　預貯金口座付番に関する事務

⑶　役職員等および顧客等以外の個人に係る事務

①　報酬・料金等の支払調書作成事務

②　不動産の使用料等の支払調書作成事務

③　不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務

以上

●顧客保護等管理方針
１．お客さま保護のための基本方針
　　当組合は、法令、諸規則、諸規程（以下「法令等」といいま

す。）を遵守して誠実かつ公正に事業を遂行し、当組合の商品・

サービス（以下「商品等」といいます。）を利用し又は利用し

ようとされる方（以下「お客さま」といいます。）の正当な利

益の確保及びその利便性の向上を図り、もってお客さまからの

信頼を確保するために継続的に取り組みます。

２．お客さまへの説明について
　　当組合は、法令等を遵守して、お客さまへの説明を要するす

べての商品等について、お客さまの取引目的、ご理解、ご経験、

ご資産の状況等に応じた適切かつ十分な商品説明と情報提供を

行います。

３．お客さまからのご相談・苦情等の対処について
　　当組合は、お客さまからのご相談、苦情等について、迅速かつ誠

実に対応し、お客さまの正当な利益を公正に確保して、もって当組

合の事業についてお客さまのご理解が得られるように努めます。 

富 山 県 医 師 信 用 組 合 業 務 部

Ｔｅｌ：０７６－４２９－６２７２

Ｆａｘ：０７６－４２９－６４６７

E-mail：ishin@toyamadcu.co.jp

８．ご質問・相談・苦情窓口
　　当組合では、お客様からのご質問等に適切に取組んで参りま

すので、個人情報の取扱い等に関するご質問等につきましては、

以下の窓口にお申出ください。
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金融ＡＤＲ制金融ＡＤＲ制度度
●金融ＡＤＲ制度を踏まえた内部管理態勢について
　当組合は、お客様からのお申出について、以下のとおり金融Ａ

ＤＲ制度も踏まえ、内部管理態勢等を整備して迅速・公平・適切

な対応を図り、もって当組合に対するお客様の信頼の向上に努め

ます。

１．お客様からの苦情等については、苦情等対応窓口で受け付け

ます。

２．お申し出いただいた苦情等は、事情・事実関係を調査すると

ともに、必要に応じ関係部署との連携を図り、公正・迅速・誠

実に対応し、解決に努めます。

３．苦情等の受付・対応に当たっては、個人情報保護に関する法

律やガイドライン等に沿い、適切に取り扱いいたします。

４．お客様からの苦情等のお申し出は、しんくみ相談所をはじめ

とする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等に

応じて適切な機関をご紹介し、その標準的な手続等の情報を提

供します。

５．紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター

等を利用することが出来ます。その際は、しんくみ相談所の規

則等を遵守し解決に取組みます。

６．顧客サポート等に係る情報の集約、苦情等に対する対応の進

捗状況および処理指示については、業務部が一元的に管理しま

す。

７．反社会的勢力による苦情等を装った圧力に対しては、規程等

に基づき、必要に応じ警察等関係機関との連携をとった上、断

固たる対応をとります。

８．苦情等に対応するため、研修等により関連規程等に基づき業

務が運営されるよう、組合内に周知・徹底を図ります。

９．苦情等の内容について分析し、調査を行った苦情等の発生原

因を把握した上、苦情等の再発防止、未然防止に向けた取組み

当組合へのお申出先
富山県医師信用組合業務部

住　　所：富山市蜷川３３６番地

電話番号：０７６－４２９－６２７２

受付時間：午前９時から午後５時まで

　　　　　（ただし、当組合の休業日を除く）

　苦情等のお申し出は当信用組合のほか、しんくみ相談所でも受

け付けています。

名　　称：しんくみ相談所

住　　所：〒１０４－００３１　東京都中央区京橋１－９－５

電話番号：０３－３５６７－２４５６

受付時間：午前９時から午後５時まで

　　　　　（ただし、金融機関の休業日を除く）

　相談所は、公平・中立な立場でお申し出を伺い、お申し出のお

客様の了解を得たうえ、当該の信用組合に対し迅速な解決を要請

します。

　東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運

営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、

当組合業務部またはしんくみ相談所へお申し出ください。

４．お客さまの情報管理について
　⑴　当組合は、お客さまの情報について、これを適法かつ適切

な手段で取得し、正当な理由なく、当組合がお客さまにお示

しした利用目的の範囲を超えた取扱いや外部への提供を行い

ません。

　⑵　当組合は、お客さまの情報の正確性の維持に努めるととも

に、お客さまの情報への不正なアクセスや情報の流出等の防

止のため、適切かつ十分な安全保護措置を講じます。

５．当組合の業務を外部委託する場合におけるお客さま情報の取
扱いやお客さまへの対応について
　　当組合がその業務を第三者に外部委託する場合においても、

お客さまの情報及びお客さまへの対応が適切に行われるように

外部委託先を管理します。

　　なお、お客さまからのご相談・苦情等については、当組合の

店頭のほか、次のお問い合わせ窓口までお申し出下さい。

を不断に行います。

以上

●お問い合わせ窓口について
　当組合では、お客様により一層のご満足をいただけるよう、お

取引に係る苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出

ください。

［お問い合わせ窓口］
富山県医師信用組合業務部

住　　所：富山市蜷川３３６番地

電話番号：０７６－４２９－６２７２

受付時間：午前９時から午後５時まで

（ただし、当組合の休業日を除く）
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●当組合の苦情受付・対応態勢

第二東京弁護士会仲裁センター第一東京弁護士会仲裁センター東京弁護士会紛争解決センター名 称

〒１００－００１３
東京都千代田区霞ヶ関１－１－３

〒１００－００１３
東京都千代田区霞ヶ関１－１－３

〒１００－００１３
東京都千代田区霞ヶ関１－１－３住 所

０３－３５８１－２２４９０３－３５９５－８５８８０３－３５８１－００３１電 話

月～金（除　祝日、年末年始）月～金（除　祝日、年末年始）月～金（除　祝日、年末年始）受 付 日

９：３０～１２：００
１３：００～１７：００

１０：３０～１２：００
１３：００～１６：００

９：３０～１２：００
１３：００～１５：００時 間

　また、お客様が直接、仲裁センター等へ申し出ることも可能です。
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リスク管理態リスク管理態勢勢
　金融の自由化や国際化の進展に伴い、金融機関が抱えるリスク

も増大かつ多様化しています。こうした状況の中、当組合は経営

の健全性や安定性の向上の観点から、適切なリスク管理態勢の整

備・強化を図ってまいります。

●統合的リスク管理態勢
　統合的リスク管理は、当組合の業務に内在する各種リスクにつ

いて、これを一元的に管理し総体的に捉えて、その総体的なリス

クを当組合の経営体力と比較・対照することにより、当組合の業

務の健全性を確保することを目的としています。

　各リスクのうち可能なものは計量化を行い、経営体力に見合っ

たリスク制御による健全性の確保と安定収益の確保に努めていま

す。

●信用リスクに関する事項
○リスクの説明およびリスク管理の方針
　信用リスクとは、取引先の諸事情により貸出金の元本や利息が

回収できなくなるリスクで、金融機関の経営に与える影響は大き

く、いかに回避・抑制するかが大切です。

　当組合は、貸出資産の健全化・良質化を維持するため厳正な審

査基準に基づく審査体制の強化を図ります。

○管理体制
　当組合は、常務理事、業務部長、融資係の各部署において、厳

正な資産の自己査定を実施するとともに、適正な償却・引当を行

い健全化の確保を図っています。

○評価・計測
　信用リスク量＝貸出金の要注意先以下の債権額＋有価証券の格

付ＢＢ以下の債権額

■貸倒引当金の計算基準
□一般貸倒引当金
　自己査定に基づく正常先に対する債権および要注意先に対する

債権について、債務者区分ごとに、過去の貸倒実績率に基づき、

過去の損失率を算出し、これに将来発生が見込まれる損失による

修正を加えて予想損失率を求め、各々の債務者区分の債権額に予

想損失率を乗じて予想損失額を算定し、予想損失額に相当する額

を一般貸倒引当金として計上しています。

□個別貸倒引当金
　破綻懸念先、実質破綻先および破綻先に対する債権については、

原則として個別債務者ごとに予想損失額を算定し、予想損失額に

相当する額を貸倒引当金として計上しています。

 

■リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称
　㈱格付投資情報センター、㈱日本格付研究所、ムーディーズ、

スタンダード・アンド・プアーズ

■エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用
する適格格付機関等の名称

　全てのエクスポージャーに対して、上記４社の適格格付機関を

使用しています。

■信用リスクの削減手法に関するリスク管理方針及び手続の概要
　信用リスク削減手法とは、当組合が抱えている信用リスクを軽

減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担

保、保証などが該当します。担保又は保証に過度に依存しないよ

うな融資の取り上げに徹しておりますが、審査の結果、担保又は

保証が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいた

だいた上で、契約するなど適切な取扱に努めております。

　信用リスク削減手法には、適格担保として当組合の預金積金、

上場株式、保証として信用保証協会保証等が該当します。

■派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関す
るリスク管理の方針及び手続の概要

　該当事項はありません。

●証券化エクスポージャーに関する事項
○リスクの説明およびリスク管理の方針
　証券化とは、金融機関が保有するローン債権などを証券として

組み替え、第三者に売却して流動化することを指します。

　当組合は、有価証券投資の一環として購入していますが、運用

については抑制方針としております。

○管理体制
　当組合は、有価証券投資の一環として購入していますが、リス

クの認識については、市場動向、格付情報などにより把握するな

ど、適切なリスク管理に努めています。

○評価・計測
　当組合が定める「有価証券運用基準」に基づき、投資対象を一

定の信用力を有するものとするなど、適正な運用・管理を行って

います。

■証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額
の算出に使用する方式の名称

　当組合は標準的手法を採用しております。
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■証券化取引に関する会計方針
　日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従

って、適正な処理を行っております。

■証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定
に使用する適格格付機関の名称
　適格格付機関は下記の４社ですが、投資の種類ごとに適格格付

機関の使分けは行っていません。

　㈱格付投資情報センター、㈱日本格付研究所、ムーディーズ、

スタンダード・アンド・プアーズ

●オペレーショナル・リスクに関する事項
○リスクの説明およびリスク管理の方針
　オペレーショナルリスクについては、事務リスク、システムリ

スク、法務リスク、人的リスク、規制・制度変更リスク、風評リ

スクなど幅広く、様々な不備等により金融機関が損失を被るリス

クです。

　当組合は、業務および財産の状況が、法令・定款・諸規程およ

び組合の経営方針に従い適正かつ効率的に運営されているかを、

常務会、理事会、監事会において厳正に対応しています。

　また、不祥事・事故の未然防止に万全を期すとともに、信用組

合財産の健全性と透明性を確保するため、事務レベルの向上や業

務改善の徹底を図っています。

○管理体制
　管理体制や管理方法について、リスク管理の基本方針を定め、

未然防止に万全を期すとともに、万が一発生した場合の影響度の

極小化に努めています。

○評価・計測
　リスクの計測に関しては、基礎的手法を採用しています。

■オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
　当組合は基礎的手法を採用しております。

●出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポ
ージャーに関するリスク管理の方法及び手続の概要に関する事
項
○リスクの説明およびリスク管理の方針
　株式関連の投資信託には、市場価格の変動によって損失を被る

リスクがあります。非上場株式については、市場で売却できない

ことによって損失を被るリスクがあります。

　当組合は、投資信託については、債券相場下落のヘッジ手段と

して対応し、保有限度枠を定めて、限定的な運用をはかっています。

○管理体制
　当組合が定める「余裕資金運用規程」に基づいて、適正な運

用・管理を行っております。 

○評価・計測
　会計処理については、日本公認会計士協会の「金融商品会計に

関する実務指針」に従って、適正な処理を行っています。

●金利リスクに関する事項
■リスクの説明およびリスク管理の方針
　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変

動や、将来の収益性に対する影響を指します。

　当組合は、資産の健全性と収益性の向上に積極的に取組むこと

とし、特に金利変動に伴う金利リスクに重点を置き、安定した適

正収益を確保するための体制の充実に努めています。

■管理体制
　一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リスクを

計測し、毎月常務会・理事会に報告して、相互牽制機能が発揮で

きる体制としています。

■金利リスクの算定手法の概要
○銀行勘定の金利リスク
　銀行勘定の金利リスク量について、重要性テストで計算します。

○重要性テスト
　金利ショックシナリオは、日本円の場合ショック幅を１００bpと

する６シナリオについて経済価値の低下額を計算し、最大のもの

を採用します。

　６シナリオ：上方パラレルシフト、下方パラレルシフト、ステ

ィ―プ化、フラット化、短期金利上昇、短期金利低下

　経済価値の低下額が自己資本の２０％を超えた場合は、オフサイ

トモニタリングデータの追加分析の対象となります。

○オフサイトモニタリングデータの追加分析
　下記の観点等を踏まえ、当局は信用組合と深度ある対話を行う

必要性について判断します。

　①「金利ショックによる有価証券の価格変動に関するリスク」

と「自己資本の余裕」との関係

　②「通貨別の金利リスク」と「自己資本の余裕」との関係

　③「金利に係るリスクテイク」と「収益力」との関係

　④「金利ショックが将来収益に与える影響」

○金利ショックシナリオの開示
　①上下パラレルに基づくΔEVEについては、開示の対象とし

ます。

　②上下パラレルを除く４つのシナリオの基づくΔEVEの開示

については、金利環境等を踏まえて当局が指定します。

　③スティ―プ化に基づくΔEVEが、上下パラレルに基づくΔ

EVEよりも大きくなった場合は開示の対象とします。
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金　　　額科　　　目

令和２年度令和元年度（資産の部）

７１，９６９５０，８２９現 金

１４，９２６，１８０１３，９２２，３５３預 け 金

３００，０００３００，０００買 入 金 銭 債 権

２４，９９１，８３８２３，５６１，３０６有 価 証 券

４，８６８，６９０４，４１８，９２０国 債

３，５８９，４５０４，１２１，５３０地 方 債

－－短 期 社 債

１４，０７５，９５０１３，７６１，９８０社 債

１，２５５，９６０７５，９９７株 式

１，２０１，７８８１，１８２，８７９そ の 他 の 証 券

６，５４８，８１５６，３０７，５４０貸 出 金

－－割 引 手 形

１２５，６３９８６，１９０手 形 貸 付

６，３０３，７７２６，０９３，６６１証 書 貸 付

１１９，４０３１２７，６８９当 座 貸 越

１００，４８０１０２，５８７そ の 他 資 産

－１００未 決 済 為 替 貸

３４，７００３４，７００全 信 組 連 出 資 金

－－前 払 費 用

５９，９１５５９，４７７未 収 収 益

５，８６５８，３１０そ の 他 の 資 産

２８，８４２３３，２８６有 形 固 定 資 産

２３，５８０２５，３８９建 物

－－土 地

－－リ ー ス 資 産

－－建 設 仮 勘 定

５，２６２７，８９７その他の有形固定資産

２，４７０１，３５９無 形 固 定 資 産

２，４７０１，３５９ソ フ ト ウ ェ ア

の れ ん

リ ー ス 資 産

その他の無形固定資産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

６０，０６２６６，１２２債 務 保 証 見 返

△６９，８９１△５３，８５９貸 倒 引 当 金

△３１，２８４△２５，３２７（うち個別貸倒引当金）

４６，９６０，７６９４４，２９１，５２６資 産 の 部 合 計

金　　　額科　　　目

令和２年度令和元年度（負債の部）

３６，６５７，９７９３５，２９０，４０３預 金 積 金

－－当 座 預 金

１１，１６６，９５４１０，４８８，５５３普 通 預 金

－－貯 蓄 預 金

－－通 知 預 金

２４，８２７，５７８２４，０９７，００５定 期 預 金

５６１，３１８５８６，０８２定 期 積 金

１０２，１２８１１８，７６２そ の 他 の 預 金

４，９００，０００３，８００，０００借 入 金

４，９００，０００３，８００，０００当 座 借 越

７２，１９９６８，９８６そ の 他 負 債

５００１，３５０未 決 済 為 替 借

２７，０５２２７，３７１未 払 費 用

６６１６８３給 付 補 て ん 備 金

３９，０５５３４，９７９未 払 法 人 税 等

３，０８５３，０９５前 受 収 益

１，２４０９００払 戻 未 済 金

－－リ ー ス 債 務

６０３６０４そ の 他 の 負 債

５５，０３２５２，２８５退 職 給 付 引 当 金

２０，８４０２１，８３５役 員 退 職 慰 労 引 当 金

１５９，１５１１２８，８４０繰 延 税 金 負 債

－－再評価に係る繰延税金負債

６０，０６２６６，１２２債 務 保 証

４１，９２５，２６５３９，４２８，４７３負 債 の 部 合 計

（純資産の部）

４３，７１０４４，６１０出 資 金

４３，７１０４４，６１０普 通 出 資 金

－－優 先 出 資 金

４，４７８，５８９４，３９７，３４８利 益 剰 余 金

４５，１４０４５，１４０利 益 準 備 金

４，４３３，４４９４，３５２，２０８そ の 他 利 益 剰 余 金

４，３００，０００４，２００，０００特 別 積 立 金

－－（ う ち 目 的 積 立 金 ）

１３３，４４９１５２，２０８当 期 未 処 分 剰 余 金

－－（又は当期未処理損失金）

４，５２２，２９９４，４４１，９５８組 合 員 勘 定 合 計

５１３，２０５４２１，０９５その他有価証券評価差額金

５１３，２０５４２１，０９５評価・換算差額等合計

５，０３５，５０４４，８６３，０５３純 資 産 の 部 合 計

４６，９６０，７６９４４，２９１，５２６負債及び純資産の部合計

資　　料　　編

貸借対照貸借対照表表 （（単単位位：：千円千円））
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（注）

１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、

以下の注記については、表示単位未満を切り捨てて表示して

おります。

２．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均

法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価

のあるものについては事業年度末の市場価格等に基づく時価

法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額

については、全部純資産直入法により処理しております。

３．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法

（ただし、平成１０年４月１日以後に取得した建物（建物付属

設備を除く）並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物については、定額法）を採用しております。

　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　　建物８年～３８年　　その他３年～１５年

４．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は定額法によ

り償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、当組合内における利用可能期間（５年）に基づいて償

却しております。

５．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次の

とおり計上しております。

　　日本公認会計士協会　銀行等監査特別委員会報告第４号「銀

行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当

金の監査に関する実務指針」（令和２年３月１７日）に規定す

る正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、

主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失

額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年

間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産

確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、

これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保

の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先

債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額

から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額

を控除した残額を計上しております。

　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部

署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。

６．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

必要額を計上しております。

　　当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業

年金制度（企業年金基金）を採用しております。なお、当組

合が加入していた全国信用組合厚生年金基金は令和３年２月

２３日付で代行返上・ＤＢ移行に係る厚生労働大臣の認可を受

け令和３年３月１日付で解散しました。また、同日に全国信

用組合企業年金基金が設立され、当組合は全国信用組合企業

年金基金に加入しました。

　　全国信用組合企業年金基金は令和３年３月１日に設立され、

第１期の財政決算報告書を作成していないため、当事業年度

については記載を省略しております。

　　全国信用組合厚生年金基金の制度に関する事項は次のとおり

です。

　⑴　制度全体の積立状況に関する事項（令和２年３月３１日現在）

　　　年金資産の額　　　　　　　　　　　３２６，１３０百万円

　　　 　　２８２，１６９百万円

　　　差引額　　　　　　　　　　　　　　　４３，９６０百万円

　⑵　制度全体に占める当組合の掛金拠出割合

　　　（自平成３１年４月分　至令和２年３月分）０．０３８％

　⑶　補足説明

　　　上記⑴の差引額の主な要因は、年金財産計算上の過去勤務

債務残高２０，４８４百万円である。

　　　本制度における過去勤務債務の償却方法は、期間１２年の元

利均等償却であり、当組合は当期の計算書類上、特別掛金

１，０６８千円を費用処理している。

　　　なお、上記⑵の割合は当組合の実際の負担割合とは一致し

ない。

７．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備える

ため、役員に対する退職慰労金の支給見込額のうち、当事業年

度末までに発生していると認められる額を計上しております。

８．所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成２０年４月１日前に開始する事業年度に属するも

のについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によって

おります。

９．消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっており

ます。

１０．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭

債権総額　２４８百万円

１１．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭

債務総額　－百万円

１２．有形固定資産の減価償却累計額　１３０百万円

１３．貸出金のうち、破綻先債権額は該当ありません。延滞債権額

は７６百万円であります。なお、破綻先債権とは、元本又は利

息の支払いの遅延が相当期間継続していること、その他の事

由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものと

して未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部

分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、

法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号

のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由

が生じている貸出金であります。

　　また延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先

債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として

利息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金であります。

１４．貸出金のうち、３か月以上延滞債権額は該当ありません。な

お、３か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定

支払日の翌日から３か月以上遅延している貸出金で、破綻先

年金財政計算上の数理債務の額と
最低責任準備金の額との合計額
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債権及び延滞債権に該当しないものであります。

１５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は８百万円であります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを

行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３か月以上延滞債

権に該当しないものであります。

１６．破綻先債権額、延滞債権額、３か月以上延滞債権額及び貸出

条件緩和債権額の合計額は８４百万円であります。なお１３から

１６に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

１７．担保に提供している資産は、次のとおりであります。

　　担保に提供している資産　　　国　債３，３００百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　社　債２，０００百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　預け金１，３００百万円

　　担保資産に対応する債務　　　借用金４，９００百万円

　　上記のほか、為替決済保証金として、全国信用協同組合連合

会へ定期預け金９５０百万円を担保として提供しております。

１８．出資１口当たりの純資産額は１，１５２，０２５円６５銭です。

１９．金融商品の状況に関する事項

　⑴　金融商品に対する取組方針

　　　当組合は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの

金融業務を行っております。このため、金利変動による不

利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理を

しております。

　⑵　金融商品の内容及びリスク

　　　当組合が保有する金融資産は、預け金、有価証券及び事業

地域内のお客様に対する貸出金です。有価証券は、主に債

券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、その他有価

証券及び事業推進目的で保有しております。これらは、そ

れぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、為替変

動のリスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

　　　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動

性リスクに晒されております。

　⑶　金融商品に係るリスク管理体制

　　①　信用リスクの管理

　　　　当組合は、信用リスク管理規程及び信用リスクに関する

諸規程に従い、貸出金について個別案件ごとの与信審査、

与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債

権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営して

おります。

　　　　これらの与信管理は、信用リスク管理担当理事を所管と

して行われ、定期的に理事会を開催し、審議・報告を行

っております。

　　②　市場リスクの管理

　　　ⅰ　金利リスクの管理

　　　　　当組合は、総合的管理によって金利の変動リスクを管

理しております。そして日常的にはＶＡＲ、金利感応

度分析によりモニタリングを実施し、理事会に報告し

ております。

　　　ⅱ　為替リスクの管理

　　　　　当組合は、保有有価証券における為替の変動リスクに

関して、個別の案件ごとに管理しております。

　　　ⅲ　価格変動リスクの管理

　　　　　有価証券を含む市場運用商品の保有については、理事

会が定めた有価証券運用計画に基づき理事会の監督の

下、余裕資金運用規程、有価証券運用基準に従い行わ

れております。

　　　ⅳ　市場リスクに係る定量的情報

　　　　　当組合において、主要なリスク変数である金利リスク

の影響を受ける主たる金融商品は、「預け金」、「有価

証券」のうち債券、「貸出金」、「預金積金」、「借用金」

であります。

　　　　　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、

「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六

十九条第一項第五号二等の規定に基づき、自己資本の

充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項

（平成十九年金融庁告示第十七号）」において通貨ごと

に規定された金利ショックを用いた時価の変動額を市

場リスク量とし、金利の変動リスクの管理にあたって

の定量的分析に利用しております。

　　　　　当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び

金融負債を、それぞれ金利期日に応じて適切な期間に

残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。

　　　　　なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると

仮定し、当事業年度末現在において、上方パラレルシ

フト（指標金利の上昇をいい、日本円金利の場合１．００％

上昇等、通貨ごとに上昇幅が異なる）が生じた場合、

時価は、１，２０９百万円減少するものと把握しております。

　　　　　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を

前提としており、金利とその他のリスク変数との相関

を考慮しておりません。

　　　　　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じ

た場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があ

ります。

　　③　資金調達に係る流動性リスクの管理

　　　　当組合は、総合的管理により適時に資金管理を行うほか、

資金調達手段の効率化、市場環境を考慮した長短の調達

バランスの調整などによって、流動性リスクを管理して

おります。

　⑷　金融商品の時価等に関する事項について補足説明

　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場

価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお

ります。

　　　当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用してい

るため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な

ることもあります。
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差額取得原価貸借対照表計上額
１７７百万円１，０７８百万円１，２５５百万円株 式
５８１１８，１９９１８，７８１債 券
２７１４，４００４，６７１国 債
８９３，４９９３，５８９地 方 債
－－－短 期 社 債
２２１１０，２９９１０，５２０社 債
８７０４７１３そ の 他

７６８１９，９８２２０，７５０小 計

差　額取得原価貸借対照表計上額
－百万円－百万円－百万円株 式
△４７３，８００３，７５２債 券
△２２００１９７国 債
－－－地 方 債
－－－短 期 社 債
△４４３，６００３，５５５社 債
△１１５００４８８そ の 他
△５８４，３００４，２４１小 計
７０９２４，２８２２４，９９１合 計

（注）貸借対照表計上額は、当該事業年度末における市場価格等に基づく時価
により計上したものであります。

（注１）金融商品の時価等の算定方法

　　金融資産

　　　⑴　預け金

　　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似

していることから、当該帳簿価額を時価としておりま

す。満期のある預け金については、市場金利で割り引

くことで現在価値を算定し、当該現在価値を時価とみ

なしております。

⑵　有価証券

　　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金

融機関から提示された価格によっております。投資信

託は、公表されている基準価格によっております。

⑶　貸出金

　　貸出金の種類ごとにキャッシュ・フローを作成し、元

利金の合計額を市場金利（ＬＩＢＯＲ、ＳＷＡＰ等）

で割り引いた価額から、貸出金に対応する貸倒引当金

を控除し、その算出結果を簡便な方法により算出した

時価に代わる金額として記載しております。

　　金融負債

　　　⑴　預金積金

　　要求払預金については、決算日に要求された場合の支

払額（帳簿簿価）を時価とみなしております。定期預

金の時価は、一定の金額帯および期間帯ごとに将来キ

ャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を市場金

利で割り引いた価額を時価とみなしております。

⑵　借用金

　　借用金については、帳簿価格を時価としております。

２１．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであ

ります。これらには、「国債」、「地方債」、「短期社債」、「社

債」、「その他の証券」が含まれております。以下２５まで同様

であります。

　⑴　売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。

　⑵　満期保有目的有価証券に区分した有価証券はありません。

　⑶　子会社・子法人等株式及び関連法人等株式はありません。

　⑷　その他有価証券

【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】

【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】

２２．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。

２３．当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

　　　　売却価額　　　売却益　　　売却損

　　　　３０３百万円　　　３３百万円　　１５百万円

２４．時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表計

上額は、次のとおりであります。

　　　　その他有価証券

　　　　　　非上場株式　１，３００千円

２５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債

券の期間毎の償還予定額は次のとおりであります。

貸借対照表計上額区　　　分
１非上場株式（※）
３４全信組連出資金（※）
３６合　　　計

※　非上場株式、全信組連出資金については、市場価格がなく、時価を
把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象と
はしておりません。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

差　額時　価貸借対照表
計　上　額勘 定 科 目

３３１４，９６０１４，９２６⑴　預け金
－２４，９９０２４，９９０⑵　有価証券
－２４，９９０２４，９９０　　　その他有価証券

６，５４８⑶　貸出金（※１）
△６９　　　貸倒引当金（※２）

９９６，５７８６，４７８
１３３４６，５２８４６，３９５金融資産計
８７３６，７４５３６，６５７⑴　預金積金
△１４，８９９４，９００⑵　借用金
８６４１，６４４４１，５５７金融負債計

（※１）貸出金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる
金額」を記載しております。

（※２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除してお
ります。

　　　なお、金融商品のうち預け金、貸出金及び預金については、

簡便な計算により算出した時価に代わる金額を開示してお

ります。

２０．金融商品の時価等に関する事項

　　令和３年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれ

らの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握する

ことが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含

めておりません（（注２）参照）。

　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれて

おりません。
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２６．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、

それぞれ以下のとおりであります。

繰延税金資産

　貸倒引当金損金算入限度額超過額 　１３百万円

　退職給付引当金損金算入限度額超過額　 ２０　　　

　有価証券評価損否認 　－　　　

　その他　 　　２　　　

繰延税金資産合計　 ３７　　　

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金　 　　１９６　　　

　繰延税金負債合計　 １９６　　　

繰延税金負債の純額　 　　１５９百万円

１０年超５年超１０年以内１年超５年以内１年以内
９，５００百万円５，０００百万円５，２００百万円３，５００百万円債 券
２，９００１００９００７００国 債
８００３００１，１００１，３００地 方 債
－－－－短 期 社 債

５，３００４，１００３，０００１，５００社 債
５００５００２００－そ の 他

９，５００５，０００５，２００３，５００合 計
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令和２年度令和元年度科　　　　　　　目
３４９，３９８３５２，８０５経 常 収 益
３０９，８６８３０４，６５８資 金 運 用 収 益
５７，６０６５５，２１５貸 出 金 利 息
１６，９８７１６，９１６預 け 金 利 息
２３２，２９１２３０，２６４有価証券利息配当金
２，９８２２，２６３そ の 他 の 受 入 利 息
３，１０８２，５２６役 務 取 引 等 収 益
２，２７６１，９６８受 入 為 替 手 数 料
８３１５５８そ の 他 の 役 務 収 益

２，５６７２１，３４１そ の 他 業 務 収 益
－１７，４９１国 債 等 債 券 売 却 益
１６３３国 債 等 債 券 償 還 益

２，５５１３，８１６そ の 他 の 業 務 収 益
３３，８５３２４，２７８そ の 他 経 常 収 益

－２４，２７８貸 倒 引 当 金 戻 入 金
３３，８５３－株 式 等 売 却 益

－－そ の 他 の 経 常 収 益
２２５，３４３１９３，４８３経 常 費 用
２９，６３６３０，９４８資 金 調 達 費 用
３０，０４８３０，１２１預 金 利 息
８４０８２７給付補てん備金繰入額

△１，２５２－借 用 金 利 息
－－そ の 他 の 支 払 利 息

８，３０６８，４８４役 務 取 引 等 費 用
２，９５７３，０２１支 払 為 替 手 数 料
５，３４８５，４６２そ の 他 の 役 務 費 用
１０，３９０９，５０５そ の 他 業 務 費 用
１０，０１２９，４８８国 債 等 債 券 売 却 損
７８１７国 債 等 債 券 償 還 損
－－国 債 等 債 券 償 却
３００－そ の 他 の 業 務 費 用

１４９，０１５１４４，５４５経 費
７２，８５６７１，２４２人 件 費
７５，７３１７２，８５０物 件 費
４２７４５２税 金

２７，９９５－そ の 他 経 常 費 用
１６，０３２－貸 倒 引 当 金 繰 入 額
６，１６１－貸 出 金 償 却
５，０９１－株 式 等 売 却 損
－－株 式 等 償 却
－－金 銭 の 信 託 運 用 損
－－そ の 他 資 産 償 却
７０９－そ の 他 の 経 常 費 用

１２４，０５４１５９，３２２経 常 利 益
－－特 別 利 益
－－固 定 資 産 処 分 益
－－そ の 他 の 特 別 利 益
１１１９３特 別 損 失
１１１９３固 定 資 産 処 分 損
－－減 損 損 失
－－そ の 他 の 特 別 損 失

１２４，０４２１５９，１２８税 引 前 当 期 純 利 益
４０，４９８３８，８３３法人税・住民税及び事業税
△４，９０８５，６６９法 人 税 等 調 整 額
８８，４５３１１４，６２４当 期 純 利 益
４４，９９５３７，５８３前 期 繰 越 金

－－積 立 金 取 崩 額
１３３，４４９１５２，２０８当 期 未 処 分 剰 余 金

（注）１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
　　　２．出資１口当りの当期純利益　１９，６８５円２０銭

損益計算損益計算書書 （単位：千円（単位：千円））

　私は当組合の令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで
の第５６期の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び剰
余金処分計算書（又は損失金処理計算書）の適正性、及び同
書類作成に係る内部監査の有効性を確認いたしました。

令和３年６月８日　　
富山県医師信用組合
理事長　馬瀬　大助

財務諸表の適正性及び内部監査の有効財務諸表の適正性及び内部監査の有効性性

令和２年度令和元年度科　　　　　　目
３０９，８６８３０４，６５８資 金 運 用 収 益
２９，６３６３０，９４８資 金 調 達 費 用
２８０，２３２２７３，７１０資 金 運 用 収 支
３，１０８２，５２６役務取引等収益
８，３０６８，４８４役務取引等費用
△５，１９７△５，９５７役 務 取 引 等 収 支
２，５６７２１，３４１その他業務収益
１０，３９０９，５０５その他業務費用
△７，８２２１１，８３６そ の 他 の 業 務 収 支
２６７，２１１２７９，５８８業 務 粗 利 益
０．５９％０．６５％業 務 粗 利 益 率
１０８，１２０１３５，０４３業 務 純 益
１１８，１９５１３５，０４３実 質 業 務 純 益
１２８，２７０１２７，０２４コ ア 業 務 純 益

１２８，２７０１２７，０２４コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く）
（注）１．資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用を控除して表示してお

ります。
　　　２．業務組利益率＝業務組利益／資金運用勘定計平均残高×１００
　　　３．業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
　　　４．実質業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額
　　　５．コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益

粗利益及び業務純益等粗利益及び業務純益等　　（単位：千円（単位：千円））

令和２年度令和元年度科　　　　　　目
１３３，４４９１５２，２０８当 期 未 処 分 剰 余 金

－－積 立 金 取 崩 額
１０７，２３３１０７，２１２剰 余 金 処 分 額

－利 益 準 備 金
１，７４５１，７７８普通出資に対する配当金

（年４％の割合）（年４％の割合）
－－優先出資に対する配当金

５，４８８５，４３３事業の利用分量に対する配当金
１００，０００１００，０００特 別 積 立 金

－－目 的 積 立 金
２６，２１５４４，９９５次 期 繰 越 金

剰余金処分計算剰余金処分計算書書 （単位：千円（単位：千円））

法定監査の状法定監査の状況況

　当信用組合は、協同組合による金融事業に関する法律第５
条の８の３に規定する法定監査は義務づけられておりません
ので監事による監査を実施しております。
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令和２年度令和元年度項　　　目

７２，８５６７１，２４２人 件 費

５８，５５９５７，５５９報 酬 給 料 手 当

７，４９３６，９０６退 職 給 付 費 用

６，８０３６，７７６そ の 他

７５，７３１７２，８５０物 件 費

２５，６６２２７，４５９事 務 費

８，８４２８，７６９固 定 資 産 費

２２，８７６１９，５１６事 業 費

２，１９９２，０１６人 事 厚 生 費

４，９０５３，８５２減 価 償 却 費

１１，２４５１１，２３６そ の 他

４２７４５２税 金

１４９，０１５１４４，５７５経 費 合 計

経費の内経費の内訳訳 （単位：千円（単位：千円）） 報酬体系につい報酬体系についてて
１．対象役員
　当組合では、理事全員及び監事全員（非常勤を含む）の報酬体

系を開示しております。対象役員に対する報酬等は、職務執行の

対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務

執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で

構成されています。

　⑴　報酬体系の概要

　　【基本報酬及び賞与】

　　　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、

総会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の

最高限度額を決定しております。

　　　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在

任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそ

れぞれ勘案し、当組合の理事会において決定しております。

また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事

の協議により決定しております。

　　【退職慰労金】

　　　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計

上し、退任時に総会で承認を得た後、支払っております。

　　　なお、当組合では、退職慰労金の支払いに関して支給対象

者、支給額の算定方法等を規程で定めております。

　⑵　令和２年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（非常勤役員を含む）

令和２年度令和元年度項　　　目

５，２０９△２，１３３受取利息の増減

△１，３１２△２，０５３支払利息の増減

支　払　総　額区　　　　分

１９百万円対象役員に対する報酬等

注１．対象役員に該当する理事は１７名、監事は４名です（期中に退任した者
を含む）。

注２．上記の支払総額の内訳は、「基本報酬」１７百万円、「退職慰労金」２百
万円となっております。

　　　「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金（過年度に繰り入
れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合
計額です。

注１．対象職員等には、期中に退職した者も含めております。
注２．「同等額」は、令和２年度に対象役員に支払った報酬等の平均額とし

ております。
注３．当組合の職員の給与、賞与及び退職金は当組合における「給与規程」

及び「退職金規程」に基づき支払っております。
　　　なお、当組合は、非営利・相互扶助の協同組合組織の金融機関であり、

業績連動型の報酬体系を取り入れた自社の利益を上げることや株価を
上げることを動機づけされた報酬となっていないため、職員が過度の
リスクテイクを引き起こす報酬体系はありません。

２．対象職員等
　当組合における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、

当組合の職員で対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を

受ける者のうち、当組合の業務及び財産の状況に重要な影響を与

える者をいいます。

　なお、令和２年度において、対象職員に該当する者はいません

でした。

令和２年度令和元年度科　　　　　目

３，１０８２，５２６役 務 取 引 等 収 益

２，２７６１，９６８受 入 為 替 手 数 料

８１６５３９そ の 他 の 受 入 手 数 料

１４１８その他の役務取引等収益

８，３０６８，４８４役 務 取 引 等 費 用

２，９５７３，０２１支 払 為 替 手 数 料

３４１４３１そ の 他 の 支 払 手 数 料

５，００６５，０３１その他の役務取引等費用

役務取引の状役務取引の状況況 （単位：千円（単位：千円））

受取利息および支払利息の増減受取利息および支払利息の増減　　　　（単位：千（単位：千円円））
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資金運用勘定、調達勘定の平均残高資金運用勘定、調達勘定の平均残高等等

利回り（％）利息（千円）平均残高（百万円）年度科　目

０．７１３０４，６５８４２，３６９元年度資 金 運 用
勘 定 ０．６９３０９，８６８４４，７３８２年度

０．８８５５，２１５６，２４４元年度う ち
貸 出 金 ０．８９５７，６０６６，４３３２年度

０．１３１６，９１６１２，９８７元年度う ち
預 け 金 ０．１１１６，９８７１４，３１０２年度

０．４９８７５１７６元年度う ち
買入金銭
債 権 ０．５３１，５９４３００２年度

１．００２３０，２６４２２，９２６元年度う ち
有価証券 ０．９８２３２，２９１２３，６５９２年度

０．０８３０，９４８３７，９８１元年度資 金 調 達
勘 定 ０．０７２９，６３６４０，２８５２年度

０．０８３０，９４８３４，７３６元年度う ち
預金積金 ０．０８３０，８８８３５，７３１２年度

－－－元年度う ち
譲 渡 性
預 金 －－－２年度

０．００－３，２４４元年度う ち
借 用 金 △０．０２△１，２５２４，５５４２年度

総資金利鞘総資金利鞘等等 （単位：％（単位：％））

令和２年度令和元年度区分

０．６９０．７１資 金 運 用 利 回（ａ）

０．４４０．４６資金調達原価率（ｂ）

０．２５０．２５資 金 利 鞘（ａ－ｂ）

評価損益時　　価
取得価格
または
契約価格

項　　　目

５８２２３，５６１２２，９７９令和元年度
有価証券

７０９２４，９９１２４，２８２令和２年度

－－－令和元年度
金銭の信託

－－－令和２年度

－－－令和元年度デリバティブ
等 商 品 －－－令和２年度

有価証券、金銭の信託等の取得価格または契約価格、時価及び評価損益有価証券、金銭の信託等の取得価格または契約価格、時価及び評価損益　　　　　　　（単位：百万円（単位：百万円））

（注）１．「時価」は、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企
業会計審議会：平成１１年１月２２日）に定める時価に基づいて表示
しております。なお、時価のないものについては、帳簿価格で表
示しております。

　　　２．デリバティブ等商品とは、預金等と協同組合による金融事業に関
する法律施行規則第５条の７第１項第５号に掲げる取引（金融先
物取引、金融等デリバティブ取引、先物外国為替取引、有価証券
デリバティブ取引等）を組合せた商品です。

先物取引の時価情先物取引の時価情報報
該当ありません。

オフバランス取引の状オフバランス取引の状況況
該当ありません。

総資産利益総資産利益率率 （単位：％（単位：％））

令和２年度令和元年度区　　　分

０．２７０．３７総 資 産 経 常 利 益 率

０．１９０．２６総資産当期純利益率

（注）総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／総資産（債務保
証見返を除く）平均残高×１００

職員１人当りの預金および貸出金残高職員１人当りの預金および貸出金残高　　　　　　（単位：百万円（単位：百万円））

令和２年度令和元年度区　　　分
５，２３６５，０４１職員１人当りの預金残高

９３５９０１職員１人当りの貸出金残高

令和２年度令和元年度区　　　分
３６，６５７３５，２９０１店舗当りの預金残高

６，５４８６，３０７１店舗当りの貸出金残高

１店舗当りの預金および貸出金残高１店舗当りの預金および貸出金残高　　　　　　（単位：百万円（単位：百万円））

令和２年度令和元年度区　　　分
１７．８６１７．８７（期　　末）

預 貸 率
１８．００１７．９７（期中平均）

６８．１７６６．７６（期　　末）
預 証 率

６６．２１６６．００（期中平均）

預貸率および預証率預貸率および預証率　 （単位：％（単位：％））

令和２年度令和元年度項　　　目
－－外 国 為 替 売 買 益

－－商品有価証券売買益

－１７国 債 等 債 券 売 却 益

００国 債 等 債 券 償 還 益

－－金 融 派 生 商 品 収 益

２３そ の 他 の 業 務 収 益

２２１その他業務収益合計

その他業務収益の内訳その他業務収益の内訳　　　（単位：百万円（単位：百万円））
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令和２年度令和元年度
種　　目

構成比金額構成比金額

２９．８１０，６５６２９．３１０，１７９流 動 性 預 金

７０．１２５，０７４７０．６２４，５５７定 期 性 預 金

－－譲 渡 性 預 金

－－その他の預金

１００．０３５，７３１１００．０３４，７３６合 計

預金種目別平均残高預金種目別平均残高　　　　（単位：百万円、（単位：百万円、％％））

令和２年度令和元年度
科　　　目

構成比金額構成比金額

－－－－割 引 手 形

１．７１１３２．２１３７手 形 貸 付

９６．３６，１９５９５．８５，９８２証 書 貸 付

１．９１２５１．９１２４当 座 貸 越

１００．０６，４３３１００．０６，２４４合 計

貸出金種類別平均残高貸出金種類別平均残高　　　　　（単位：百万円、（単位：百万円、％％））

１０年超５年超
１０年以内

１年超
５年以内１年以内区　　　分

２，３０００１，６００２００令和元年度
国 債

２，９００１００９００７００令和２年度

８００３００２，４００５００令和元年度
地 方 債

８００３００１，１００１，３００令和２年度

－－－－令和元年度
短期社債

－－－－令和２年度

４，９００４，０００３，９００８００令和元年度
社 債

５，３００４，１００３，０００１，５００令和２年度

－－－－令和元年度
株 式

－－－－令和２年度

５００６００１００－令和元年度
外国証券

５００５００２０００令和２年度

－－－－令和元年度そ の 他
の 証 券 －－－－令和２年度

８，５００４，９００８，０００１，５００令和元年度
合 計

９，５００５，０００５，２００３，５００令和２年度

有価証券種類別残存期間別残高有価証券種類別残存期間別残高　　　　　（単位：百万（単位：百万円円））

令和２年度令和元年度項　　　目

－－財 形 貯 蓄 残 高

財形貯蓄残財形貯蓄残高高 （単位：百万円（単位：百万円））

令和２年度令和元年度
区　　　分

構成比金額構成比金額

６７．４２４，７１７６８．１２４，０１８個 人

３２．５１１，９４０３１．９１１，２７１法 人

３２．５１１，９３７３１．９１１，２６９一 般 法 人

－－－－金 融 機 関

０．０３０．０２公 金

１００．０３６，６５７１００．０３５，２９０合 計

預金者別預金残高預金者別預金残高　　　（単位：百万円、（単位：百万円、％％））

令和２年度令和元年度区　　　分

２４，７６７２４，０３７固 定 金 利 定 期 預 金

５９５９変 動 金 利 定 期 預 金

－－そ の 他 の 定 期 預 金

２４，８２７２４，０９７合 計

定期預金種類別残高定期預金種類別残高　（単位：百万円（単位：百万円））

令和２年度令和元年度
区　　分

構成比金額構成比金額

１７．８４，２３１１７．８４，１００国 債

１５．９３，７８４２１．１４，８４３地 方 債

－－－－短 期 社 債

５８．７１３，９０９５４．７１２，５５６社 債

２．２５２９０．３７５株 式

５．０１，２０４３．９９１６外 国 証 券

０．００１．８４３３その他の証券

１００．０２３，６５９１００．０２２，９２６合 計

有価証券種類別平均残高有価証券種類別平均残高　　　　　（単位：百万円、（単位：百万円、％％））

（注）当組合は、商品有価証券を保有しておりません。
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令和２年度末令和元年度末
業　種　別

構成比金額構成比金額
－－－－製 造 業
－－－－農 業
－－－－林 業
－－－－漁 業
－－－－鉱 業
－－－－建 設 業
－－－－電気・ガス・熱供給・水道業
－－－－情 報 通 信 業
－－－－運 輸 業
－－－－卸 売 業 、 小 売 業
－－－－金 融 ・ 保 険 業
－－－－不 動 産 業

６７．１４，３９７６９．１４，３６３各 種 サ ー ビ ス
そ の 他 の 産 業

６７．１４，３９７６９．１４，３６３小 計
－－地 方 公 共 団 体
－－雇用・能力開発機構等

３２．９２，１５１３０．８１，９４４個人（住宅・消費・納税資金等）

１００．０６，５４８１００．０６，３０７合 計

貸出金業種別残高・構成比貸出金業種別残高・構成比　　　　　　（単位：百万円、（単位：百万円、％％））

令和２年度末令和元年度末区　　　分

８３６５１７固 定 金 利 貸 出

５，７１２５，７９０変 動 金 利 貸 出

６，５４８６，３０７合 計

貸出金金利区分別残高貸出金金利区分別残高　　（単位：百万（単位：百万円円））

令和２年度末令和元年度末
区　　　分

構成比金額構成比金額
２８．０５０４２８．７５２３消費者ローン
７１．９１，２９５７１．２１，２９９住 宅 ロ ー ン

１００．０１，７９９１００．０１，８２３合 計

消費者ローン・住宅ローン残高消費者ローン・住宅ローン残高　　　　　　　（単位：百万円、（単位：百万円、％％））

令和２年度末令和元年度末
区　　　分

構成比金額構成比金額
２６．７１，７５４２４．６１，５５６運 転 資 金
７３．２４，７９３７５．３４，７５０設 備 資 金

１００．０６，５４８１００．０６，３０７合 計

貸出金使途別残高貸出金使途別残高　　　（単位：百万円、（単位：百万円、％％））

令和２年度令和元年度
項　　　目

増減額期末残高増減額期末残高
１０３８△２２２８一般貸倒引当金
５３１△２２５個別貸倒引当金

１６６９△２５５３貸倒引当金合計

貸倒引当金の内貸倒引当金の内訳訳 （単位：百万円（単位：百万円））

（注）当組合は、特定海外債権を保有しておりませんので「特定海外債権引
当勘定」に係る引当は行っておりません。

令和２年度末令和元年度末項　　　目

６－貸 出 金 償 却 額

貸出金償却額貸出金償却額　 （単位：百万円（単位：百万円））

債務保証
見返額構成比金額区　　　分

－０．３２０令和元年度末当組合預金
積 金 ０．２１３令和２年度末

－－－令和元年度末
有 価 証 券

－－－令和２年度末
－－－令和元年度末

動 産
－－－令和２年度末
６６６３．１３，９８５令和元年度末

不 動 産
６０５８．７３，８４４令和２年度末
－－－令和元年度末

そ の 他
－－－令和２年度末
６６６３．５４，００６令和元年度末

小 計
６０５８．９３，８５７令和２年度末
－０．１１２令和元年度末信用保証協会・

信 用 保 険 －５．３３４７令和２年度末
－５．６３５４令和元年度末

保 証
－４．７３１３令和２年度末
－３０．６１，９３４令和元年度末

信 用
－３０．９２，０２９令和２年度末

６６１００．０６，３０７令和元年度末
合 計

６０１００．０６，５４８令和２年度末

担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額　　　　　　　　　（単位：百万円、（単位：百万円、％％））
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自己資本の充実状自己資本の充実状況況 （単位：千円、％（単位：千円、％））

令和２年度令和元年度項　　　　　目 経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

コア資本に係る基礎項目（１）

４，５１５，０６５４，４３４，７４６普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員勘定又は会員勘定の額

４３，７１０４４，６１０うち、出資金及び資本剰余金の額

４，４７８，５８９４，３９７，３４８うち、利益剰余金の額

７，２３４７，２１２うち、外部流出予定額（△）

－－うち、上記以外に該当するものの額

３８，６０６２８，５３１コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

３８，６０６２８，５３１うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

－－うち、適格引当金コア資本算入額

－－適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置（自己資本比率改正告示附則第
３条第１２項及び第１３項）によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

－－
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段
の額のうち、経過措置（自己資本比率改正告示附則第４条第６項）により
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

－－
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当す
る額のうち、経過措置（自己資本比率改正告示附則第５条第７項）により
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

４，５５３，６７１４，４６３，２７７コア資本に係る基礎項目の額（イ）

コア資本に係る調整項目（２）

２，４７０１，３５９無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の
額の合計額

－－うち、のれんに係るものの額

２，４７０１，３５９うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の
額

－－繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

－－適格引当金不足額

－－証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

－－負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される
額

－－前払年金費用の額

－－自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

－－意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

－－少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

－－信用協同組合連合会の対象普通出資等の額

－－特定項目に係る１０％基準超過額

－－うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するも
のの額

－－うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連す
るものの額

－－うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

－－特定項目に係る１５％基準超過額

－－うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するも
のの額

－－うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連す
るものの額

－－うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

２，４７０１，３５９コア資本に係る調整項目の額（ロ）

自己資本

４，５５１，２０１４，４６１，９１８自己資本の額（（イ）－（ロ））（ハ）
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令和２年度令和元年度項　　　　　目 経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

リスク・アセット等（３）

１６，８４３，９１８１６，５０９，３１７信用リスク・アセットの額の合計額

１６，７８３，８５６１６，４４３，１９５資産（オン・バランス）項目

－－うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

－－
うち、調整項目に係る経過措置（自己資本比率改正告示附則第８条
第１０項）により、なお従前の例によるとしてリスク・アセットが適
用されることになったものの額のうち、無形固定資産（のれん及びモ
ーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）に係るものの額

－－
うち、調整項目に係る経過措置（自己資本比率改正告示附則第８条
第１０項）により、なお従前の例によるとしてリスク・アセットが適
用されることになったものの額のうち、繰延税金資産に係るものの額

－－
うち、調整項目に係る経過措置（自己資本比率改正告示附則第８条
第１０項）により、なお従前の例によるとしてリスク・アセットが適
用されることになったものの額のうち、前払年金費用に係るものの額

－－
うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャー
に係る経過措置（自己資本比率改正告示附則第１２条第７項又は第８
項）を用いて算出したリスク・アセットの額から経過措置を用いず
に算出したリスク・アセットの額を控除した額

－－うち、上記以外に該当するものの額

６０，０６２６６，１２２オフ・バランス等取引項目

－－CVAリスク相当額を８％で除して得た額

－－中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額

５２８，５５０５２１，１５０オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額

－－信用リスク・アセット調整額

－－オペレーショナル・リスク相当額調整額

１７，３７２，４６８１７，０３０，４６７リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

自己資本比率

２６．１９％２６．１９％自己資本比率（（ハ）／（ニ））

（注）
自己資本比率の算出の方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第１４条の２の規定に基づき、信用協同組合
及び信用協同組合連合会が保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成１８年金融庁告示第２２号）に係る
算式に基づき算出しております。なお、当組合は国内基準を採用しております。
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貸倒引当金引当率
（Ｃ）／（Ａ－Ｂ）

保全率
（Ｄ）／（Ａ）

保全額
（Ｄ）＝（Ｂ）＋（Ｃ）

貸倒引当金
（Ｃ）

担保・保証等
（Ｂ）

債権額
（Ａ）区　　　分

４９．６４４９．６４１９１９０３８令和元年度破産更生債権及び
これらに準ずる債権 ９６．５０９９．１１２２５１７２２令和２年度

６２．４８６９．９８８６２１２令和元年度
危 険 債 権

４９．９９５２．００２７２５２５３令和２年度

１６．９９１６．９９２２－１５令和元年度
要 管 理 債 権

１５．０００．１５１１－８令和２年度

４４．０１４６．３４３０２７２６６令和元年度
不 良 債 権 計

４９．６１６１．００５１３２１９８４令和２年度

６，３０７令和元年度
正 常 債 権

６，５２４令和２年度

６，３７３令和元年度
合 計

６，６０９令和２年度

金融再生法開示債権及び同債権に対する保全金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額額 （単位：百万円、（単位：百万円、％％））

（注）１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対
する債権及びこれらに準ずる債権です。

　　　２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りが
できない可能性の高い債権です。

　　　３．「要管理債権」とは、「３か月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出債権です。
　　　４．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に問題がない債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の

債権です。
　　　５．「担保・保証等（Ｂ）」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
　　　６．「貸倒引当金（Ｃ）」は、「正常債権」に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です。

保全率
（Ｂ＋Ｃ）／Ａ

貸倒引
当金
（Ｃ）

担保・
保証額
（Ｂ）

残高
（Ａ）区　　　　分

－－－－令和元年度
破綻先債権

－－－－令和２年度

５５．１３２５２５０令和元年度
延滞債権

６６．０７３１１９７６令和２年度

－－－－令和元年度３か月以上
延 滞 債 権 －－－－令和２年度

１６．９９２－１５令和元年度貸出条件
緩和債権 １５．００１－８令和２年度

４６．３４２７２６６令和元年度
合 計

６１．００３２１９８４令和２年度

（注）１．「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続し
ていることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見
込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却
を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のう
ち、①会社更生法又は、金融機関の更生手続の特例等に関する法律
の規定による更生手続開始の申立てがあった債務者、②民事再生法
の規定による再生手続開始の申立てがあった債務者、③破産法の規
定による破産の申立てがあった債務者、④会社法の規定による特別
清算開始の申立てがあった債務者、⑤手形交換所の取引停止処分を
受けた債務者、等に対する貸出金です。

　　　２．「延滞債権」とは、上記１．および債務者の経営再建又は支援（以下
「経営再建等」という。）を図ることを目的として利息の支払いを猶
予したもの以外の未収利息不計上貸出金です。

　　　３．「３か月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の
翌日から３か月以上延滞している貸出金（上記１．および２．を除く）
です。

　　　４．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的と
して、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ
の他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金（上記１．～３．を
除く）です。

　　　５．「担保・保証額（Ｂ）」は、自己査定に基づく担保の処分可能見込額
及び保証による回収が可能と認められる額です。

　　　６．「貸倒引当金（Ｃ）」は、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対
して引き当てた金額を記載しており、リスク管理債権以外の貸出金
等に対する貸倒引当金は含まれておりません。

リスク管理債権及び同債権に対する保全リスク管理債権及び同債権に対する保全額額 （単位：百万円、（単位：百万円、％％））
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リスク管理体制－定量的事項リスク管理体制－定量的事項－－
●自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万（単位：百万円円））

令和２年度令和元年度

所要自己資本額リスク・アセット所要自己資本額リスク・アセット

６７３１６，８４３６６０１６，５０９イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計

６７３１６，８４３６６０１６，５０９①標準的手法が適用されるポートフォリオご
とのエクスポージャー

１１２８０１１２９０（ⅰ）ソブリン向け

１３２３，３０８１２６３，１６８（ⅱ）金融機関向け

５１１１２，７８５５０２１２，５７２（ⅲ）法人等向け

－－－－（ⅳ）中小企業等・個人向け

１６４２２１７４３６（ⅴ）抵当権付住宅ローン

－－－－（ⅵ）不動産取得等事業向け

１４６１４０（ⅶ）３ヵ月以上延滞等

－－－－（ⅷ）その他

－－－－②証券化エクスポージャー

２１５２８２０５２１ロ．オペレーショナル・リスク

６９４１７，３７２６８１１７，０３０ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

IRRBB：金利リスク
二ハロイ

項番 ΔNIIΔEVE
前期末当期末前期末当期末
３２５６１，３３３１，２０９上方パラレルシフト１
００００下方パラレルシフト２

１，１０９１，０５６ステーィプ化３
フラット化４
短期金利上昇５
短期金利低下６

１，３３３１，２０９最大値７
ヘホ

前期末当期末
４，４４１４，５５１自己資本の額８

●金利リスクに関する事項

〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法〉
　粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　÷８％　　直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

（注）１．所要自己資本の額＝リスク・アセットの額×４％
　　　２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
　　　３．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路

公社、外国の中央政府以外の公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀
行、欧州共同体、信用保証協会及び漁業信用基金協会のことです。

　　　４．「３ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、
「金融機関向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

　　　５．「その他」とは、（ⅰ）～（ⅶ）に区分されないエクスポージャーです。
　　　６．オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています。

　　　７．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％

（注）１．金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。
　　　２．「金利リスクに関する事項」については、平成３１年金融庁告示第３号（２０１９年２月１８日）による改正による改正を受け、２０２０年３月

末からΔNIIを開示することになりました。このため、開示初年度につき、当期末分のみを開示しております。

（単位：百万（単位：百万円円））
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信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く））
●信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高（業種別及び残存期間別） （単位：百万（単位：百万円円））

３ ヵ 月 以 上 延 滞
エクスポージャー

信用リスクエクスポージャー期末残高エクスポージャー区分

地域区分
業種区分
期間区分

デリバティブ取引債　　　券
貸出金、コミット
メント及びその他の
デリバティブ以外の
オフ・バランス取引

令和２年度令和元年度令和２年度令和元年度令和２年度令和元年度令和２年度令和元年度令和２年度令和元年度
－－－－２４，０９０２２，６７８６，６０８６，３７３４５，６９７４３，０２５国 内
－－－－１，２０１１，１８２－－１，２０１１，１８２国 外
－－－－２５，２９１２３，８６１６，６０８６，３７３４６，８９８４４，２０７地 域 別 合 計
－－－－３，３０９２，４６９－－３，３０９２，４６９製 造 業

－－－－－－－－－農 業
－－－－－－－－－林 業
－－－－－－－－－漁 業
－－－－－－－－－鉱業、採石業、砂利採取業

－－－－４１９３０２－－４１９３０２建 設 業
－－－－２，０５０１，８２９－－２，０５０１，８２９電気・ガス・熱供給・水道業
－－－－４６９５８８－－４６９５８８情 報 通 信 業
－－－－１，１９９１，３００－－１，１９９１，３００運 輸 業 、 郵 便 業
－－－－１，６８５１，３１０－－１，６８５１，３１０卸 売 業 、 小 売 業
－－－－３，３９１３，３８５－－１８，３１７１７，３０７金 融 業 、 保 険 業
－－－－１，１９７５９６－－１，１９７５９６不 動 産 業
－－－－－１９９－－－１９９物 品 賃 貸 業
－－－－－－－－－－学術研究、専門・技術サービス業
－－－－－－－－－－宿 泊 業
－－－－－－－－－－飲 食 業
－－－－－－－－－－生活関連サービス業、娯楽業
－－－－－－－－－－教育、学習支援業
－－－－－－４，４５７４，４２９４，４５７４，４２９医 療 、 福 祉
－－－－－－－－－－その他のサービス
－－－－－－－－－－そ の 他 の 産 業
－－－－１１，５６８１１，８７９－－１１，５６８１１，８７９国・地方公共団体等
－－－－－－２，１５１１，９４４２，１５１１，９４４個 人
－－－－－－－－７１５０そ の 他
－－－－２５，２９１２３，８６１６，６０８６，３７３４６，８９８４４，２０７業 種 別 合 計

－－３，５１７１，５１２４９８６１７，８８９１４，７１２１ 年 以 下
－－３，７５１６，４２２９９３６３，８５０６，４５８１ 年 超 ３ 年 以 下
－－１，８３５２，０４２１９３２１６２，０２８２，２５８３ 年 超 ５ 年 以 下
－－１，１０３９９９４０１４０２１，５０４１，４０１５ 年 超 ７ 年 以 下
－－３，９８３３，９６３４６３３４６４，８４６４，７０９７ 年 超１０年 以 下
－－９，８４１８，８４１５，２７５５，１５６１５，３１６１４，３９７１０ 年 超
－－１，２５５７５１１９１２７１，４４７２５９期間の定めのないもの

－－－－－－－そ の 他
－－２５，２９１２３，８６１６，６０８６，３７３４６，８９８４４，２０７残 存 期 間 別 合 計

（注）１．「貸出金、コミットメント及びその他のデリバディブ以外のオフ・バランス取引」とは、貸出金の期末残高の他、当座貸越等のコミットメントの与信相
当額、デリバティブ取引を除くオフ・バランス取引の与信相当額の合計額です。

　　　２．「３ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している者に係るエクスポージャーのことです。
　　　３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分に分類することが困難なエクスポージ

ャーです。
　　　４．CVAリスクおよび中央精算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　　５．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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●リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

エクスポージャーの額
告示で定めるリスク・ウェイト区分（％） 令和２年度令和元年度

格付無し格付有り格付無し格付有り
８５８，７６４７１８，８４９０
３４７２，４９９１２２，６２２１０

１４，９２６２，７２０１３，９２２３，１１１２０
１，２０６－１，２４８－３５
３００７，０４１３００６，１１０５０

４，９８１－６６－７５
１２３３，０６８５，１１０２，０７７１００
－－－－１５０
－－－－２００
－８９５－７８８２５０
－－－－自己資本控除

２１，９７０２４，９９０２０，７３１２３，５６０合 計

（単位：百万円（単位：百万円））

（注）１．格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　　２．エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
　　　３．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

●一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

期末残高
当期減少額

当期増加額期首残高
その他目的使用

２８５０－２８５０令和元年度
一般貸倒引当金

３８２８－３８２８令和２年度
２５２７－２５２７令和元年度

個別貸倒引当金
３１１９６３１２５令和２年度
５３７８－５３７８令和元年度

合 計
６９４７６６９５３令和２年度

（単位：百万円（単位：百万円））

●業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

貸出金償却
個別貸倒引当金

期末残高当期減少額当期増加額期首残高
令和２年度令和元年度令和２年度令和元年度令和２年度令和元年度令和２年度令和元年度令和２年度令和元年度

６－３１２５２５２７３１２５２５２７医 療 、 福 祉
－－－－－－－－－－その他のサービス
－－－－－－－－－－そ の 他 の 産 業
－－－－－－－－－－国・地方公共団体等
－－－－－－－－－－個 人

６－３１２５２５２７３１２５２５２７合 計

（単位：百万円（単位：百万円））

（注）当組合は、特定海外債権を保有しておりませんので「特定海外債権引当勘定」に係る引当は行っておりません。
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信用リスク削減手法に関する事信用リスク削減手法に関する事項項
●信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー （単位：百万円（単位：百万円））

クレジット・デリバティブ保　　　証適格金融資産担保信用リスク削減手法
ポートフォリオ 令和２年度令和元年度令和２年度令和元年度令和２年度令和元年度

－－－－１３２０信用リスク削減手法が適用され
たエクスポージャー

－－－－－－①ソブリン向け
－－－－－－②金融機関向け
－－－－１３２０③法人等向け
－－－－－－④中小企業等・個人向け
－－－－－－⑤抵当権付住宅ローン
－－－－－－⑥不動産取得等事業向け
－－－－－－⑦３ヵ月以上延滞等
－－－－－－⑧その他

（注）１．当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。
　　　２．上記「保証」には、告示（平成１８年金融庁告示２２号）第４５条（信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会により保証されたエクスポージャ

ー）、第４６条（株式会社地域経済活性化支援機構により保証されたエクスポージャー）を含みません。
　　　３．「その他」とは、①～⑦に区分されないエクスポージャーです。

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項項

該当事項はありません。

証券化エクスポージャーに関する事証券化エクスポージャーに関する事項項

該当事項はありません。

●オリジネーターの場合

●投資家の場合
①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳

令和２年度令和元年度証券化エクスポージャーの額
－－（ⅰ）カードローン
－－（ⅱ）住宅ローン
－－（ⅲ）自動車ローン

（単位：百万円）

③証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額

該当事項はありません。

（単位：百万円）

②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等

所要自己資本の額エクスポージャー残高
告示で定めるリスク・ウェイト区分（％）

令和２年度令和元年度令和２年度令和元年度
－－－－２０
－－－－５０
－－－－１００
－－－－２５０
－－－－自己資本控除

（注）所要自己資本の額＝エクスポージャー残高×リスク・ウェイト×４％

（単位：百万円）
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出資等エクスポージャーに関する事出資等エクスポージャーに関する事項項

令和２年度令和元年度
区 分

時　　価貸借対照表計上額時　　価貸借対照表計上額
－－－－上 場 株 式 等
３６３６３６３６非 上 場 株 式 等
３６３６３６３６合 計

●貸借対照表計上額及び時価 （単位：百万円）

（注）投資信託等の複数の資産を裏付とするエクスポージャー（いわゆるファンド）のうち、上場・非上場の確認が困難なエクスポージャーについては、非上場
株式等に含めて記載しています。

猿国　際　業　務猿

外国為替取扱外国為替取扱高高

該当ありません。

外貨建資産残外貨建資産残高高

該当ありません。

猿証　券　業　務猿

公共債引受公共債引受額額

該当ありません。

公共債窓販実公共債窓販実績績

該当ありません。

代理貸付残高の内訳代理貸付残高の内訳　

令和２年度令和元年度区　　　　　分
－－全国信用協同組合連合会
－－商 工 組 合 中 央 金 庫
－－日 本 政 策 金 融 公 庫
－－住 宅 金 融 支 援 機 構
－－年 金 資 金 運 用 基 金
－－独立行政法人　雇用・能力開発機構
３００３３０独立行政法人　福祉医療機構
－－そ の 他

３００３３０合　　　　　　　　 計

（単位：百万円（単位：百万円））

令和２年度末公庫・事業団等別貸出残高構成比

－％■全国信用協同組合連合会
－％■商工組合中央金庫
－％■日本政策金融公庫
－％■住宅金融支援機構
－％■年金資金運用基金
－％■独立行政法人　雇用・能力開発機構

１００．０％■独立行政法人　福祉医療機構
－％■その他

●貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

令和２年度令和元年度

－－評 価 損 益

（単位：百万円）

（注）「貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、子会社株式及び関連会社の評価損益です。

●出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

令和２年度令和元年度
３３１７売 却 益
－－償 還 益
１５９売 却 損
－－償 却

（単位：百万円）

（注）投資信託等の複数の資産を裏付とするエクスポージャー（いわゆるファンド）にかかる売買損益は含まれておりません。

令和２年度令和元年度
７０９５８２評 価 損 益

●貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額 （単位：百万円）

（注）「貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、その他有価証券の評価損益です。;
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電子決済等代行業者との連携及び協業に係る方電子決済等代行業者との連携及び協業に係る方針針
　当信用組合は、電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方

針を以下の通りといたします。

１．電子決済等代行業者との連携及び協業に係る基本方針
　当信用組合での顧客の接点は、Face to Faceが中心であること

を鑑み、電子決済等代行業者との連携及び協働は実施しません。

　実施する場合は、改めてご案内いたします。

以上

当組合の子会当組合の子会社社

該当事項はありません。

Ａ．預金業務

　　普通預金、定期預金、定期積金、別段預金、納税準備預金を

取扱っております。

Ｂ．貸出業務

　　手形貸付、証書貸付を取扱っております。

Ｃ．商品有価証券売買業務

　　取扱っておりません。

Ｄ．有価証券投資業務

　　預金の支払準備及び資金運用のため国債、地方債、社債、株

式、その他の証券に投資しております。

Ｅ．内国為替業務

　　送金為替、当座振込及び代金取立等を取扱っております。

Ｆ．外国為替業務

　　取扱っておりません。

Ｇ．社債受託及び登録業務

　　取扱っておりません。

Ｈ．金融先物取引等の受託等業務

　　取扱っておりません。

Ｉ．附帯業務

　　イ　債務の保証業務

　　ロ　有価証券の貸付業務

　　ハ　代理業務

　　　　全国信用協同組合連合会、独立行政法人福祉医療機構

　　ニ　株式払込金の受入代理業務及び株式配当金の支払代理業

務

　　ホ　保護預り及び貸金庫業務

主要な事業の内主要な事業の内容容

地区一地区一覧覧

地区市町村名郡市別
黒部市・入善町・朝日町下 新 川 郡 医 師 会
魚津市魚 津 市 医 師 会
滑川市滑 川 市 医 師 会
上市町・立山町・舟橋村中 新 川 郡 医 師 会
富山市富 山 市 医 師 会
射水市射 水 市 医 師 会

地区市町村名郡市別
高岡市高 岡 市 医 師 会
氷見市氷 見 市 医 師 会
砺波市砺 波 医 師 会
南砺市南 砺 市 医 師 会
小矢部市小 矢 部 市 医 師 会

○令和２年４月１日　新型コロナウイルスの感染拡大に伴う特別

融資の取扱開始

○令和２年５月２８日　新型コロナウイルス対策資金として富山県

医師会に５百万円を寄付

トピックトピックスス

手数料一手数料一覧覧

３万円以上３万円未満
振込金額

振込金融機関
無料無料当信用組合（店内振替）
４４０円２２０円他 の 金 融 機 関

（上記の手数料には消費税を含んでいます）

内国為替取扱実内国為替取扱実績績

令和２年度令和元年度
区　　　　分

金額件数金額件数
１０，３６２６，９７０１２，２１５７，１３７他の金融機関向け

送金・振込
５，９０２２，８４８７，７３３３，０２７他の金融機関から
－－－－他の金融機関向け

代金取立
－－－－他の金融機関から

（単位：百万円（単位：百万円））

店舗一覧表（事務所の名称・所在地店舗一覧表（事務所の名称・所在地））

電　　話住　　　　　所店　　　　名
０７６－４２９－６２７２〒９３９－８２２２　富山市蜷川３３６番地本 店
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営業のご案内
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利用分量配当で
さらにお得！

50歳以下の方の

5年固定が
実質0.54％！
（令和2年度実績）

WEB申込

保証料・手数料不要です！保証料・手数料不要です！

さわやか医信　みんなのきずな

https://www.toyamadcu.co.jp/
〒939-8222　富山県富山市蜷川336番地

TEL 076-429-6272　FAX 076-429-6467

い し し ん
住宅ローン住宅ローン住宅ローン
●これからマイホームを購入したい方
●お借換えをお考えのお方
いずれの方も歓迎します、是非ご相談ください。

●これからマイホームを購入したい方
●お借換えをお考えのお方
いずれの方も歓迎します、是非ご相談ください。

ご 融 資 金 額 1億円以内

融 資 期 間 35年以内
（但し、完済時年齢が80歳となるまでの年数が条件となります）

ご 融 資 利 率

ご 返 済 方 法 元金均等・元利均等（ボーナス併用可）

担 　 　 　 保 購入物件に抵当権を設定させていただきます
火災保険に質権を設定させていただきます

申込時の必要書類

（資金使途に関する書類）
見積書、契約書

（収入に関する書類）
過去2期分の確定申告書（控）または源泉徴収票

（担保に関する書類）
不動産登記簿謄本、公図、測量図等

（その他）
他行借入の返済予定表等

備 　 　 　 考

お借入の際は、当組合に加入して頂きます
火災保険に質権を設定させていただきます
団体信用生命保険に加入していただきます
50歳以下の方は、一般団信＋全疾病保証付き
51以上及び50歳以下で軽い既往症の方は、一般団信付き
利用分量配当は、令和2年度10％実施しております

富山県医師信用組合

お気軽にご照会ください。お待ちしております。

10年期間固定 0.80%
5年期間固定 0.60%
変動金利 0.70%

50歳以下

0.90%
0.70%
0.80%
51歳以上



目　　　　次

ごあいさつ  ………………………………………………………………１

経営方針  …………………………………………………………………２

当組合の歩み  ……………………………………………………………２

事業の組織  ………………………………………………………………３

役員の一覧  ………………………………………………………………４

組合員の推移  ……………………………………………………………４

第５６期通常総会について  ………………………………………………４

令和２年度事業概況  ……………………………………………………５

主な経営指標  ……………………………………………………………５

地域密着型金融の取組状況  ……………………………………………６

中小企業の経営改善及び地域の活性化のための取組状況  …………７

法令遵守態勢  ……………………………………………………………１２

金融ＡＤＲ制度  …………………………………………………………１５

リスク管理態勢  …………………………………………………………１７

資料編［経営の状況］  …………………………………………………１９

―　　―41



2021
DISCLOSURE
さわやか医信　みんなのきずな

さわやか医信　みんなのきずな

富山県医師信用組合


